
枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会 

（中宮保育所） 

平成２５年９月３日開催 資料一覧 

 

１ 枚方市立中宮保育所の民営化に係る社会福祉法人の選定について（諮問）写し 

 

２ 次 第 

 

３ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会委員配席表 

 

４ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会委員名簿 

 

５ 枚方市附属機関条例（枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会） 

 

６ 中宮保育所の民営化方針について 

 

７ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項（案） 

 

８ 枚方市立保育所移管に係る提出書類等及びプレゼンテーションについて（案） 

（関係書類一式） 

 

９  枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会選考基準（案） 

 

10  選考審査の手順について（案） 

 

11  今後のスケジュール（案） 

 

12 枚方市審議会等の会議の公開に関する規程解釈・運用基準 

 

13 枚方市情報公開条例 

 

13-2 枚方市情報公開条例 第 6条 補足資料 





枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会 

（中宮保育所） 

 

日時：平成 25年 9月 3日（火） 

18時 30分～ 

場所：別館 4階 第 3委員会室   

 

 

次      第 

 

 

１   開    会 

 

２   挨  拶 

 

３   委員紹介 

 

４   事務局紹介 

 

５   会長選出 

 

６   職務代理者指名 

 

７   会議運営事項の確認 

       ①  会議の公開・非公開について 

       ②  会議録について 

 

８   案 件  

① 枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項（案）について 

② 枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会選考基準（案）と 

選考方法について 

        

９   閉  会 

 

10   事務連絡等 

資料２ 



資料３

安藤委員 冨岡委員

今西委員 平原委員

藤井委員 中委員

向井委員

金沢室長 中村次長 木村理事 水野部長 富田課長

西代理 宮澤代理 横尾課長 今園課長 中道代理

中山所長 太田（雄）

枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会委員配席表
（中宮保育所）

（平成２５年９月３日開催）

入
口

会長席

（　事　務　局　）



構成人数：７人

委員 構　　　　成 氏　　名 職　　名　　等

安藤　和彦 京都文教短期大学教授

冨岡　量秀 大谷大学准教授

２号 社会福祉法人の経理に関する専門的知識を有する者 今西　義行 税理士

藤井  隆史 枚方市立中宮保育所保護者代表

向井  龍太 枚方市立中宮保育所保護者代表

４号 枚方市民生委員児童委員を代表する者 平原　一憲
枚方市民生委員児童委員協議会
中宮校区委員長

１号 学識経験を有する者

３号 民間による運営への移行を決定した保育所の保護者を代表する者

枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会委員名簿
（中宮保育所）

資料４

中宮校区委員長

５号 市民団体を代表する者  中　 恒夫 中宮校区コミュニティ協議会会長

（敬称略）



   ○枚方市附属機関条例 

平成24年9月13日 

条例第35号 

 

 

 （設置等） 

第１条 他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４

第３項の規定に基づき、別表のとおり執行機関の附属機関を置く。 

２ 附属機関は、執行機関その他担任事務に係る機関の諮問に応じ、審査等の結果を答申する。た

だし、執行機関その他担任事務に係る機関が定める事項については、諮問がない場合において

も、意見を述べることができる。 

 （委員の委嘱） 

第２条 委員の委嘱期間は、別表に定めがあるものを除くほか、２年（委員を増員する場合その他

特別の事情がある場合にあっては、２年以内）とする。 

２ 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。 

３ 委員の再度の委嘱は、妨げない。 

 （臨時委員） 

第３条 執行機関は、附属機関の担任事務に関し必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱する

ことができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 附属機関に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の互選によって定める。ただし、副

会長については、会長が必要と認めるときは、その指名により定めることができる。 

３ 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 

 （会議） 

第５条 附属機関の会議は、会長（会長が定められていない場合にあっては、執行機関）が招集

し、会長がその議長となる。 

２ 附属機関の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 附属機関の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。ただし、執行機関が定める附属機関については、出席した委員の３分の２以上の多

数で決する。 

 （会議の公開） 

第６条 附属機関の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる会議は、非公開とすることができ

る。 

⑴ 枚方市情報公開条例（平成９年枚方市条例第23号）第６条に規定する情報が含まれる事項に

関する審査等を行う会議 

資料５ 



⑵ 公開することにより、公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、その目的を達成することが

できない会議 

２ 附属機関の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。 

 （部会） 

第７条 会長は、附属機関の担任事務に関し必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くこ

とができる。 

２ 前３条の規定は、部会について準用する。 

３ 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （関係者に対する協力要請） 

第８条 附属機関は、担任事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供、説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

 （委員の守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。 

 （委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関が

別に定める。 

 

附 則［平成24年9月13日公布］ 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （枚方市住居表示改正審議会設置条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 枚方市住居表示改正審議会設置条例（昭和39年枚方市条例第25号） 

⑵ 枚方市特別職報酬等審議会条例（昭和39年枚方市条例第51号） 

⑶ 枚方市風俗営業等審査会設置条例（昭和49年枚方市条例第２号） 

⑷ 枚方市総合計画審議会条例（昭和58年枚方市条例第20号） 

⑸ 枚方市保健福祉審議会条例（平成４年枚方市条例第30号） 

⑹ 枚方市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成９年枚方市条例第25号） 

⑺ 枚方市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成９年枚方市条例第26号） 

⑻ 枚方市学校規模等適正化審議会条例（平成10年枚方市条例第13号） 

⑼ 枚方市生涯学習推進審議会条例（平成18年枚方市条例第１号） 

⑽ 枚方市退職手当審査会条例（平成22年枚方市条例第１号） 

⑾ 枚方市新行政改革大綱策定審議会条例（平成24年枚方市条例第33号） 

⑿ （仮称）枚方市市民まちづくり基本条例策定審議会条例（平成24年枚方市条例第34号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の条例（枚方市総合計画審議会条例を除く。）の規定により委嘱



されている委員は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。 

 （枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和23年枚方市条例第105号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１介護給付費等の支給に関する審査会委員の項の次に次のように加える。 

市立枚方市民病院改革プラン評価委員会会長 日   額       23,000円 

市立枚方市民病院改革プラン評価委員会委員 日   額       17,000円 



別表（第１条、第２条関係） 

１ 市長の附属機関    

名 称 担 任 事 務 
委員の 
定数あ 委 員 の 構 成 

委員の
委嘱期間 

市立枚方市

民病院改革

プラン評価

委員会ああ 

市立枚方市民病院改革プランの実施の

状況、結果等に関する審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市内の医療機関を代表する

者 

⑶ 医業経営における専門的知

識を有する者 

⑷ 公認会計士又は税理士 

⑸ 関係行政機関の職員 

 

枚方市ＮＰ

Ｏ活動応援

基金支援審

査会あああ

あ 

枚方市ＮＰＯ活動応援基金により本市

が行う特定非営利活動の支援に係る対

象団体の登録、補助金の交付の適否等

に関する審査 

６人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市介護

保険施設等

整備審議会 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 本市の介護保険施設等の整備計画

に基づく事業者の選定に関する事項 

⑵ 前号に掲げる事項のほか、本市に

おける介護保険施設等の整備に関し

市長が必要と認める事項 

８人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市技能

勤労者表彰

審査会ああ 

本市が表彰する技能勤労者（永く同一

の職業に従事し、優れた技能をもって

市民生活の向上に貢献した者をい

う。）の選考に関する審査 

６人

以内 

⑴ 関係団体を代表する者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、当

該審査に関し市長が適当と認

める者 

 

枚方市住居

表示改正審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 町名の選定に関する事項 

⑵ 町の区画の決定に関する事項 

⑶ 町の区画及び他の区画との総合調

整に関する事項 

⑷ 町名の整理に伴い必要な事項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 商工業団体を代表する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 関係行政機関の職員 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市生涯

学習推進審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 生涯学習施策の総合的な推進に関

する事項 

⑵ 生涯学習施設の機能及び運営に関

する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、生涯

学習の振興に関する事項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市障害 障害のある第５学年及び第６学年の児 ５人 ⑴ 学識経験を有する者 答申 



のある児童

に係る留守

家庭児童会

室運営事業

者選定審査

会 あ あ あ 

童が入室する留守家庭児童会室を運営

する事業者の選定に関する審査 

以内 ⑵ 経理に関する専門的知識を

有する者 

⑶ 教育に関する専門的知識を

有する者 

⑷ 留守家庭児童会室に入室し

ている児童の保護者を代表す

る者 

⑸ 枚方市民生委員児童委員を

代表する者 

の日

まで 

枚方市情報

公開・個人

情報保護審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 枚方市個人情報保護条例（平成９

年枚方市条例第24号）の規定により

その権限に属させられた事項 

⑵ 情報公開制度及び個人情報保護制

度の運営に関する重要事項 

15人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

 

枚方市情報

公開・個人

情報保護審

査会あああ 

枚方市情報公開条例第10条第１項及び

枚方市個人情報保護条例第22条第１項

の決定についての不服申立てに関する

審査 

５人

以内 

学識経験を有する者 

 

 

枚方市食育

推進計画審

議会あああ 

枚方市食育推進計画の策定及び進捗状

況の評価に関する調査審議 

12人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市新行

政改革大綱

策定審議会 

本市における新たな行政改革大綱の案

の策定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 企業経営に携わる者 

⑶ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑷ 公募による市民 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

枚方市新産

業創出支援

事業選定審

査会あああ 

新産業創出支援事業に係る補助金の交

付の対象となる事業の選定に関する審

査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 企業経営に関する専門的知

識を有する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市退職

手当審査会 

枚方市職員の退職手当に関する条例

（昭和38年枚方市条例第18号）の規定

によりその権限に属させられた事項に

関する審査 

５人

以内 

⑴ 公正な職務の執行の確保及

び倫理の保持に関して高い識

見を有し、公正な判断をする

ことができる者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、当

該審査に関し市長が適当と認 

答申

の日

まで 



   める者  

枚方市地域

産業基盤強

化奨励事業

選定審査会 

地域産業基盤強化奨励事業に係る補助

金の交付の対象となる事業の選定に関

する審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 労働又は雇用に関する専門

的知識を有する者 

⑶ 企業経営に関する専門的知

識を有する者 

⑷ 関係団体を代表する者 

 

枚方市地域

づくりデザ

イン事業選

定審査会あ 

地域づくりデザイン事業に係る補助金

の交付の対象となる事業の選定に関す

る審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市地域

包括支援セ

ンター運営

等審議会あ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 地域包括支援センターの設置及び

運営・評価に関する事項 

⑵ 介護サービスと連携して実施する

事業の運営事業者の選定その他地域

における介護保険以外のサービスと

の連携に関する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、地域

包括支援センターの運営及び地域包

括ケアに関し市長が必要と認める事

項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市地域

密着型サー

ビス等運営

審議会ああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 地域密着型サービス等を行う事業

者の指定及び指定基準に関する事項 

⑵ 地域密着型サービス費等の額の設

定に関する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、地域

密着型サービス等に関し市長が必要

と認める事項 

７人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市特別

職報酬等審

議会あああ 

議員報酬の額、市長、副市長、上下水

道事業管理者、病院事業管理者、常勤

の監査委員及び教育長の給料及び退職

手当の額並びに政務調査費の額に関す

る調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市内の公共的団体等を代表

する者 

⑶ 公募による市民 

 

枚方市都市

景観審議会 

本市における都市景観の形成に関する

重要事項に関する調査審議 

 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 公募による市民 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市風俗

営業等審査 

次に掲げる事項に関する審査 

⑴ 枚方市住み良い環境に関する条例 

13人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体を代表する者 

 



会 （昭和49年枚方市条例第１号）の規

定によりその権限に属させられた事

項 

⑵ 枚方市一般旅館及びラブホテルの

建築規制に関する条例（昭和57年枚

方市条例第８号）の規定によりその

権限に属させられた事項 

⑶ 枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制

に関する条例（昭和59年枚方市条例

第39号）の規定によりその権限に属

させられた事項 

⑷ 前３号に係る規制措置に関する重

要事項 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市包括

外部監査人

選定審査会 

包括外部監査人の候補者の選定に関す

る審査 

５人

以内 

会計分野、行政分野、法律分野

その他市長が適当と認める分野

の知識経験を有する者 

３年

以内 

枚方市保健

福祉審議会 

保健・医療・福祉サービスを総合的に

提供するための施策に関する重要事項

に関する調査審議 

23人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健・医療・福祉団体を代

表する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 公益団体を代表する者 

⑸ 関係行政機関の職員 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市予防

接種健康被

害調査会あ 

予防接種法（昭和23年法律第68号）第

３条及び第６条に規定する予防接種に

よる健康被害の発生の際の医学的見地

からの調査 

６人

以内 

⑴ 大阪府から推薦を受けた医

師 

⑵ 大阪府枚方保健所長又は大

阪府枚方保健所の医師 

⑶ 枚方市医師会から推薦を受

けた医師 

 

枚方市立保

育所民営化

に係る運営

法人選定審

査会あああ 

民間による運営への移行を決定した保

育所を運営する社会福祉法人の選定に

関する審査 

１案

件に

つき

７人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 社会福祉法人の経理に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 民間による運営への移行を

決定した保育所の保護者を代

表する者 

⑷ 枚方市民生委員児童委員を

代表する者 

⑸ 市民団体を代表する者 

答申

の日

まで 

枚方市老人

ホーム入所

判定審査会 

老人ホームへの入所及び入所の継続の

要否に関する審査 

８人

以内 

⑴ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑵ 関係団体を代表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 



文化芸術の

振興に関す

る条例策定

審議会ああ 

文化芸術の振興に関する条例の案の策

定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 文化芸術に関する専門的知

識を有する者 

⑶ 公募による市民 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

（仮称）枚

方市市民ま

ちづくり基

本条例策定

審議会ああ 

（仮称）枚方市市民まちづくり基本条

例の案の策定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 商工業団体を代表する者 

⑷ 福祉団体を代表する者 

⑸ 公募による市民 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

２ 教育委員会の附属機関 
   

名 称 担 任 事 務 
委員の 
定数あ 委 員 の 構 成 

委員の 
委嘱期間 

枚方市学校

規模等適正

化審議会あ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 市立の小学校及び中学校（以下

「小学校等」という。）の規模の適

正化に関する事項 

⑵ 小学校等の配置の適正化に関する

事項 

⑶ 前２号に掲げる事項に関し教育委

員会が必要と認める事項 

18人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 
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中宮保育所の民営化について 
 

１１１１．．．．基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

本市では、既に民営化した宇山保育所（平成16年４月）、蹉跎保育所（平成24年４

月）及び現在進めている小倉保育所（平成25年４月）の取り組みを短期計画とし、今

後の民営化については、平成27年度までに３か所（宮之阪保育所、中宮保育所、北牧

野保育所）の民営化を計画的に進めるため、平成23年12月に公立保育所民営化計画（中

期計画）を策定しました。 

中期計画期間においては、これまでと同様に民営化とあわせて、各30人の定員増を

行います。なお、市は、定員増による民営化が円滑に行えるよう条件整備を進めます。 

また、民営化により削減した経費は、私立保育所（園）の増改築等による定員増な

どの待機児童対策や多様な保育サービスの拡充、地域子育て支援拠点の拡大、公立保

育所の環境整備などに活用し、子育て支援の充実を図ります。 

 

２２２２．．．．民営化実施時期民営化実施時期民営化実施時期民営化実施時期    

 平成27年４月１日 

 

３３３３．．．．民営化民営化民営化民営化のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    

保育所用地は無償貸与、保育所建物は無償譲渡とし、民営化後に運営法人が増改築

を行い、あわせて30人の定員増を行います。なお、増改築に際しては、仮設園舎での

保育が必要となりますので、先に実施しました宮之阪保育所と同様に、法人の負担軽

減を図るための支援を行います。 

また、保育所を運営する法人については、民営化する保育所ごとに、市長からの諮

問により、学識経験者や保護者・地域の代表等で構成する「枚方市立保育所民営化に

係る運営法人選定審査会」（以下「選定審査会」という。）において、応募法人の資

格及び条件となる募集要項や選考基準を定めた上で、運営法人を選考し、その結果を

市長に答申します。 

 

●委員構成 

分 野 選出区分 人数 

児童福祉 学識経験を有する者 2 人 

経 理 社会福祉法人の経理に関する専門的知識を有する者 1 人 

保護者 運営の移行を決定した保育所の保護者を代表する者 2 人 

地 域 枚方市民生委員児童委員を代表する者 1 人 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 地域の市民団体を代表するものから推薦を受けた者 1 人 

 

 

 

資料６ 
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４４４４．．．．民営化後民営化後民営化後民営化後のののの中宮保育所中宮保育所中宮保育所中宮保育所のののの運営内容運営内容運営内容運営内容    

（１）現中宮保育所の保育水準を確保した保育所運営を行います。 

（２）30人の定員増を行い、120人定員とします。 

（３）保護者の多様な就労形態への対応や地域子育て支援事業の実施について、地

域のニーズを踏まえて検討します。 

 

５５５５．．．．民営化民営化民営化民営化をををを円滑円滑円滑円滑にににに進進進進めるためのめるためのめるためのめるための措置措置措置措置    

（１）移管法人への引き継ぎについては、保護者と十分に話し合いを行い、子ども

たちにとって一番良い方法を検討します。 

（２）他の保育所への転所を希望する場合、転所しやすいよう配慮します。 

（３）法人の負担軽減を図るための支援 

私立保育園の施設整備補助につきましては、従来から国の施設整備交付金（安

心こども基金特別対策事業補助金）として補助基準額に基づく補助を行って

いく予定です。今回の民営化につきましては、待機児童の解消と仮設園舎の

設置を伴う増改築を運営法人に担っていただくことになることから、運営法

人の負担軽減を図るため、新たに市独自の補助金として、国の補助基準額に

基づく法人負担分を助成する制度を創設しました。 

 

６６６６．．．．スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（予定予定予定予定））））    

平成 25 年９月 

     10 月 

     12 月 

選定審査会への諮問 

運営法人公募を開始 

選定審査会からの答申・運営法人の決定    

平成 26 年４月～ 

     12 月 

平成 27 年２月 

運営法人との引き継ぎを開始 

枚方市児童福祉施設条例の一部改正 

運営法人による施設整備（仮設園舎）の着手 

平成 27 年４月１日 

     ４月～ 

運営法人による保育の開始（定員 90 人） 

運営法人による施設整備（新園舎）の着手 

平成 28 年４月１日 新園舎での保育の開始（定員 120 人） 
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＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料＞＞＞＞    

現状現状現状現状のののの中宮保育所中宮保育所中宮保育所中宮保育所のののの配置図等配置図等配置図等配置図等    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中宮保育所 

国道 1 号 

仮設園舎予定地 

（保育所周辺の民間所

有地（農地）） 

中宮中学校 

中宮小学校 
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枚方市立保育所（中宮保育所）民営化に係る運営法人募集要項（案） 

（平成２７年４月１日移管分） 

 

枚方市立保育所の移管により保育所を設置、運営する社会福祉法人（以下「法人」と

いう。）を地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 2 号の規定に基づき、下記のとお

り募集します。 

 

１． 移管する保育所の名称、所在地、定員等 

枚方市立中宮保育所  枚方市中宮山戸町１５－１   定員９０人  

昭和２４年６月３日開設、敷地面積  ２，０５３㎡、建物面積  ７０１．０６㎡、構

造 鉄骨造 平屋建 昭和４９年９月建築 

 

２． 移管する時期 

    平成２７年４月１日 

 

３． 移管条件 

（１）保育所用地について 

枚方市は、法人に中宮保育所敷地 ２，０５３㎡を契約により無償で貸し付け

ます。貸付期間は、１０年間とし、期間満了前に枚方市と協議のうえ、期間を

更新することができるものとします。 

（２）保育所建物等について 

枚方市は、法人に既設保育所建物やプール、遊具、備品等を契約により無償で

譲渡します。 

（３）保育所整備について 

①新たな保育所の整備 

法人は、既設保育所（建物、遊具、安全柵等）を撤去し、現敷地内に新たに保

育所を平成２８年２月までに整備し、平成２８年４月１日までに定員を１２０

人とすること。あわせて、保育環境の向上に努めること。 

②仮設保育所の整備 

新たな保育所の整備にあたっては、枚方市が指定する用地（以下「仮設保育所

用地」という。）に法人が仮設保育所を整備すること。仮設保育所用地は、法人

が用地所有者から契約により有償※で貸し付けを受けること。また、仮設保育

所用地の貸付期間は、平成２７年２月１日から平成２８年３月３１日までとし

ます。なお、法人は、仮設保育所用地を適切に管理するとともに、貸付期間が

終了するまでに、仮設保育所を撤去し、貸付開始前の現状に回復して返還する

こと。 

資料７ 
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※仮設保育所用地は Ｐ８＜参考資料１＞「中宮保育所民営化に伴う施設の位

置図等」～Ｐ１０用地概況のとおり。 

③その他 

新たな保育所及び仮設保育所には、児童の送迎用の駐車場及び駐輪場を整備す

ること。また、駐車場の整備が困難な場合は、近隣の駐車場を借り上げるなど

の対策を講じること。なお、新たな保育所及び仮設保育所の整備にあたっては、

児童の安全対策など必要な措置を講じること。 

（４）保育所整備のスケジュールについて 

平成２６年度  基本・実施設計の作成、補助金の協議、建築確認等の申請、

仮設保育所の整備に着手。 

平成２７年度  仮設保育所への移転、新たな保育所整備の着手、新たな保育

所の利用開始（平成２８年２月）、仮設保育所用地の返還（平成２８年３月３１

日）。 

平成２８年度  １２０人定員に変更（４月１日）。 

（５）法律及び関係法令等の遵守について 

保育所整備に当たっては、安全対策を図り、関係法令や大阪府児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年４月１日大阪府条例第１

０３号）、枚方市の開発事業などの手続きに関する条例等を遵守するとともに、

別途、枚方市と協議すること。 

（６）保育所整備に係る補助について 

保育所整備に係る補助については、Ｐ１１＜参考資料２＞枚方市立保育所民営

化に係る施設整備費補助金交付要綱に基づき、枚方市が国の施設整備交付金等

に係る基準により算出した額に国の補助基準額の４分の１に相当する額を加え、

補助します。 

（７）法人の負担について 

水道、下水道及びその他電気・ガス等に係る手続き及び費用、また、敷地内工

事に係る手続き及び費用については法人負担とします。 

（８）シックハウス対策について 

施設整備に際し使用する建材や家具等については、シックハウスの原因の恐れ

となる化学物質（ホルムアルデヒド等）の発生がない、若しくは極力少ないも

のを採用すること。 

（９）保育所整備に係る保護者等への説明について 

保育所整備にあたっては、事前に保護者や地域に説明を行うなど、誠意をもっ

て対応すること。 

（１０）協定書の締結について 

法人は、枚方市と移管に関する協定書を締結するものとする。また、締結する
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協定書に記載する各種事項については、信義誠実の原則に基づいて履行するこ

と。 

 

４． 応募資格及び条件 

（１）平成２５年９月１日現在で、以下のいずれかの条件を満たしていることとします。 

①児童福祉法第７条に規定する保育所を枚方市内において、引き続き１０年以上

運営している社会福祉法人であること。 

②児童福祉法第７条に規定する保育所を大阪府内において、引き続き１０年以上

運営している社会福祉法人で、法人本部を大阪府内に設置していること。 

（２）保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有していること。 

（３）法令、通知などを遵守し、移管を受けた法人自らが運営すること。 

（４）移管前の保育内容（行事を含む）を引き継ぐこと。なお、保育制度の改正や社会

状況等の変化により、「枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項」の内容

に変更が生じる時は、枚方市と法人で協議の上、変更するものとします。 

（５）枚方市の保育行政をよく理解し、積極的に協力を行うこと。 

（６）理事長は、社会福祉事業に熱意と識見を有すること。 

（７）施設長は、健全な心身を持ち、児童福祉事業に熱意のある者であり、児童福祉事

業の理論と実践について知識と経験を有する者を配置すること。 

（８）保育所運営について 

①定員は９０人とすること。ただし、平成２８年４月１日までに、１２０人定員と

すること。 

② 開所時間は午前７時から午後７時までの現行の保育時間を維持することとし、

ニーズがあれば午後７時を超える延長保育の実施を検討すること。 

③保育所休所日は日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から 1月３日）とするこ

と。 

④独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入すること。 

⑤施設は、原則として保育所運営以外に使用しないこと。 

⑥保育所運営については、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２５年４月１日大阪府条例第１０３号）及び関係法令、通知等を遵守

すること。ただし、職員配置については、本要項の「４（10）職員について」

によるものとします。 

⑦危機管理体制を構築するとともに、安全対策について必要な措置を講じること。 

（９）保育内容等について 

①保育内容については、保育所保育指針（平成２０年３月２８日厚生労働省告示第

１４１号）を基本とし、保育課程、指導計画を作成し、実施すること。 

②障害児保育を実施すること。 
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③食物アレルギー児については、子どもの状況に応じて除去食、代替食などの対 

応を行うこと。 

④健康診断については、内科健診、ぎょう虫検査及び尿検査を年２回、歯科健診を

年１回実施すること。 

⑤地域子育て支援事業をＰ１４＜参考資料３＞枚方市安心子育て応援事業補助金

交付要綱に基づき実施すること。 

⑥新たな保育所利用開始後、概ね１年以内に福祉サービス第三者評価を受けること。

また、計画的な職員研修の実施など、積極的に保育の質の向上に努めること。 

⑦その他、園行事、給食（完全給食の実施）、食育、児童の健康管理等について、

法人の考えを示すこと。 

（10）職員について 

①保育士の配置については、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年４月１日大阪府条例第１０３号）を遵守するほか、Ｐ１８＜参

考資料４＞枚方市私立保育所運営費補助金要綱に基づき１歳児は児童５人に対

し、保育士１人以上の配置基準とすること。 

②保育士の年齢構成及び保育経験年数に配慮した配置とすること。 

③看護師を配置すること。また、「保育対策等促進事業について」（平成２０年６月

９日厚生労働省発雇児第０６０９００１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）に定める病児・病後児保育事業の体調不良児対応型の実施について検討

すること。 

④中宮保育所に勤務している枚方市の臨時職員等が移管後の保育所で就労を希望

する場合は、その採用について検討すること。 

⑤苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置するとともに、第三者委員も配置し、

苦情に対して適切に対応すること。 

⑥Ｐ２５＜参考資料５＞大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、

「公正採用選考人権啓発推進員」の設置に努めること。 

（11）引き継ぎ等について 

①枚方市と合同で保護者説明会を、法人決定後、速やかに開催するとともに必要に

応じて随時行うこと。 

②保護者代表、法人、枚方市の三者で構成する三者懇談会を移管前及び移管後の各

１年間設置し、必要に応じて懇談を行うこと。また、期間終了後も、市の求め

に応じて懇談を行う場合があります。 

③移管１年前から、施設長予定者等は、随時、中宮保育所を訪問し、保育内容等の

確認（年中行事の当日参加や企画段階からの参加、障害児等配慮を要する子ど

もの保育状況や対応の確認を含む）を行うとともに、中宮保育所の保育士と引

き継ぎのための保育（以下、「共同保育」という。）の実施計画作成の協議を行



 

 

 

5

うこと。 

④平成２７年１月から３月の３か月間「共同保育」を実施し、法人は各クラスに保

育士を配置すること。また、「共同保育」に参加した保育士は移管後、各クラス

に配置すること。 

⑤看護師、調理員についても、「共同保育」期間中に随時派遣し引き継ぎを受ける

こと。 

⑥共同保育期間中にクラス担任予定者等は、枚方市の保育士とともに保護者との個

人懇談を行うこと。 

⑦移管後、枚方市職員が保育内容等の確認のために訪問するときは、協力すること。 

なお、「共同保育」に係る費用については、枚方市が必要と認めた額の範囲内で

負担するものとします。※枚方市の負担額は、枚方市非常勤職員（保育士）賃金

を基に３か月間、６人分とします。 

（12）その他 

①保育所名については、「中宮」の名称を残すこと。また、クラス名についても現

在、使用しているクラス名を残すこと。 

②保育所内に設置されている卒園製作の記念物等を撤去する場合は、事前に保護者

の意見を聞くこと。 

③園の運営に当たっては、保護者及び地域に対して誠意を持って対応すること。 

④既に入所している児童の保護者の負担が増えないようにすること。 

  ただし、新たなサービス実施の対価として負担を求める場合は、事前に保護者

に説明し、理解を得た上で実施すること。 

⑤中宮保育所の保護者が、法人が運営している保育所の見学を要望した場合、可能

な限り協力すること。 

⑥保育所設置申請等の手続きについては法人が行い、費用は法人の負担とする。 

⑦自動車での送迎に対する安全対策として、朝・夕の送迎時に警備員等を配置する

こと。 

⑧家庭及び地域と連携して保育が展開されるよう配慮すること。 

 

５． 保育所運営申込書等の配布 

（１）配布日時：平成２５年９月１３日（金）から１０月２８日（月）まで 

        午前９時から午後５時３０分まで（正午から午後０時４５分を除く） 

        ※土、日、祝日は除く。 

（２）配布場所：枚方市役所子ども青少年部子育て支援室（市役所別館１階） 

※保育所運営申込書等は、市ホームページからダウンロードして入手できます。 

 

 



 

 

 

6

６． 申込受付及び場所 

（１）受付日時：平成２５年１０月１８日（金）から１０月２８日（月）まで午前９時

から午後５時３０分まで（正午から午後０時４５分を除く） 

（２）受付場所：枚方市役所子ども青少年部子育て支援室（市役所別館１階） 

（３）項目８．「説明会の開催及び現地見学会」に参加していることが申し込み条件と

なります。 

（４）申し込みにあたっては、保育所運営申込書等に必要事項を記入の上、直接ご持 

  参ください（郵送等による申し込みは受け付けません）。 

（５）提出部数：１２部（正本１部、写し１１部） 

   ※上記、受付日時後の申し込みは受け付けません。 

（６）状況により追加書類を提出していただくことがあります。 

（７）提出された保育所運営申込書等については、お返ししません。 

（８）応募に関し必要な費用は、応募法人の負担とします 

 

７．提出書類 

  別紙「枚方市立保育所移管に係る提出書類等及びプレゼンテーションについて」に

定める各種書類。 

   

８．説明会の開催及び現地見学会について 

    本件募集に当たり、説明会等を次のとおり開催します。 

◇日  時：平成２５年９月２９日（日）午前９時３０分から 

◇場  所：枚方市立中宮保育所（枚方市中宮山戸町１５－１）（説明会は遊戯室に

て実施し、その後、見学会を実施します。） 

◇集 合：枚方市役所別館南玄関前に午前９時２０分までに集合して下さい。市が

用意する公用車で現地まで案内します。また、直接現地に集合する場合は、午前９

時３０分までに中宮保育所に集合してください。なお、現地には、駐車場はありま

せんので、公共交通機関等を利用してください。 

※応募を予定している法人は必ず説明会等に参加してください。参加申し込みは平

成２５年９月２７日（金）午後６時までに、１法人３人以内で参加者氏名を報告し

てください。また、当日、自動車を利用される場合は、その旨をあわせてお知らせ

願います（期日までに申し込みがなければ、参加することはできません）。 

 

 

 

 

 



 

 

 

7

９．募集に係る質問等について 

◇本件募集に係る質問等がある場合は、別紙「質問書」に記載し、１０月８日（火）

までに、ファクスまたは電子メールで、ご提出ください。 

◇回答については、１０月１５日（火）までに、枚方市のホームページ上で随時公

開します。 

  ファクス番号  ０７２－８４１－４３１９ 

    メールアドレス hoiku@city.hirakata.osaka.jp 

 

10.選定及び決定等 

（１）選定は、枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会（以下、「選定審査会」

という。）において行い、その選定結果を踏まえて、枚方市が決定します。 

（２）選定は、提出された書類及び応募法人の代表者等によるプレゼンテーションによ

り行います。プレゼンテーションは１５分以内とし、プレゼンテーション後、ヒ

アリングを行います（プレゼンテーションを含め、おおむね３０分程度）。また、

その内容については会議録として、後日、公表します。 

（３）選定は、選定審査会において、別に定める選定基準に基づき採点を行い、最高点

となった法人を選定します。 

（４）応募法人が１法人の場合、選定審査会において採点を行い、別に定める基準点を

満たしていることを条件に選定します。 

（５）選定結果については、書面で通知します。また、法人決定後、市のホームページ

で公表します。 

（６）応募締切後、応募された法人名を市のホームページで公表します。 

（７）本件に係る応募法人からの提出書類について情報公開請求があった場合は、枚方

市情報公開条例に基づき公開します。 

（８）法人選定後、選定された法人の様式 9〔提案内容概要書〕については、保護者等

への説明資料として活用します。 

 

11．問い合わせ先 

枚方市子ども青少年部子育て支援室   

住 所 枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

ＴＥＬ ０７２－８４１－１２２１ 内線３２７６ 

ＦＡＸ ０７２－８４１－４３１９ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hoiku@city.hirakata.osaka.jp 
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<参考資料１> 

１．中宮保育所民営化に伴う各施設位置図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 1 号 

仮設園舎予定地 

（保育所周辺の民間所

有地（農地）） 

1,364 ㎡ 

中宮中学校 

中宮小学校 

中宮保育所 

2,053 ㎡ 
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２．中宮保育所  位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．民地（仮設保育所用地）位置図 
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用地概況 

 

 中宮保育所 仮設保育所用地 

所有者 枚方市 個人 

住  所 中宮山戸町１５－１ 中宮山戸町１９６３番１ 

敷地面積 ２，０５３㎡ １，３６４㎡ 

用途地域 第二種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 

建ぺい率  ６０   ６０ 

容積率  ２００  ２００ 

防火地域 準防火地域 準防火地域 

高度地区 第二種高度地区 第二種高度地区 

賃料等 無償 有償 

 

法人決定後、土地所有者と協

議を行い、契約締結をもって

金額の決定をすること。 

 

賃借期間 

平成２７年２月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料２２２２＞＞＞＞    

   枚方市立保育所民営化に係る施設整備費補助金交付要綱 

 

 

平成 24 年 9 月 24 日制定 
 

枚 方 市 要 綱  第 92 号 
 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公立保育所民営化計画（中期計画）に基づき民間による運営に移行

した保育所（以下「民営化保育所」という。）を運営する社会福祉法人に対し、予算の範

囲内において枚方市立保育所民営化に係る施設整備費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、待機児童の解消を図り、もって児童福祉の増進に資することを

目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、民営化保育所の施設及び設備の整備（民間による運営への移行

に伴い必要となったものに限る。）のうち、国庫補助が行われるものとする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、民営化保育所を運営する社会福祉法人とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額の上限は、１の保育所につき、当該補助対象事業に係る国庫補助の算

定の基準となる額とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が指定する

期日までに、所定の申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 予算書 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をす

るものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があると認める

ときは、当該交付の申請に係る事項について修正を加えて、交付決定をすることがある。 

（交付の条件） 

第７条 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために

必要な条件を付するものとする。 
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（決定の通知） 

第８条 市長は、交付決定をしたときは、速やかに、その内容及びこれに付した条件を申

請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は、前条の規定による通知（以下「決定通知」という。）を受け取った場合

において、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取

下げをすることができる。 

２ 申請の取下げは、決定通知を受け取った日から起算して30日以内に行わなければなら

ない。 

３ 申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

（承認事項） 

第10条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる場合には、市

長の承認を受けなければならない。 

⑴ 交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容の変更（市長が認める軽

微な変更を除く。）をしようとする場合 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

（補助事業の遂行等） 

第11条 補助事業者は、補助金の交付の目的及び交付決定に付された条件その他この要綱

に従って補助金を使用し、かつ、他の目的に流用してはならない。 

２ 補助事業者は、民営化保育所の施設及びその運営が児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和23年厚生省令第63号）その他保育所の設置運営に関して厚生労働省が示

す基準に適合するようにしなければならない。 

（事故報告等） 

第12条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に報告して、

その指示を受けなければならない。 

（実地調査等） 

第13条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、職員に実地に調査を行わせ、

又は補助事業者に必要な書類の提出を求めることがある。 

（実績報告書） 

第14条 補助事業者は、１の年度における補助事業の完了後、遅滞なく、補助事業の成果

を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、補助事業に要した経費の内訳を記載した書類を添付しなければな

らない。 

（補助金の交付） 

第15条 市長は、前条第１項の報告書の提出があった場合は、補助事業の成果が交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたとき
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は、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、所定の請求書を市

長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を

取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の交付を停止することがある。 

⑴ 補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したと

き。 

⑶ 補助事業の成果が不良と認められるとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（補助金の返還等） 

第17条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき

は、期限を定めて、その返還を命ずることがある。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じられた者が返還すべき額の全部又は一

部を返還しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき

補助金があるときは、当該返還すべき額を限度としてその交付を停止するものとする。 

（書類の整備等） 

第18条 補助事業者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備

し、かつ、それらの帳簿及び書類を当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起

算して10年間保管しなければならない。 

（様式） 

第19条 この要綱で使用する申請書等の様式は、別に定める。 

（補則） 

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱は、平成28年３月31日限り、その効力を失う。 

３ 前項の規定にかかわらず、第16条から第18条までの規定は、平成28年４月１日以後も、

なお効力を有する。 
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＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料３３３３＞＞＞＞    

枚方市安心子育て応援事業補助金交付要綱 

 

 

平成 25 年 ３ 月 29 日制定 
 

枚 方 市 要 綱  第 23 号 
 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、安心子育て応援事業を実施する私立保育所の設置者に対し、安心子

育て応援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、地域に密着した

保育所として求められる保育・子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 私立保育所 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所の

うち、同法第35条第４項の規定により市町村以外の者が設置したものをいう。 

⑵ 安心子育て応援事業 次に掲げる事業をいう。 

  イ 保育所内外（保育所及び保育所近隣の地域をいう。以下同じ。）で定期的に実施す

る子育てに係る相談及び指導等を行う事業 

  ロ 枚方版ブックスタート事業（児童の１歳の誕生月に、当該児童とその保護者に対

し、読み聞かせ及び絵本の無料配付を行う事業をいう。以下同じ。） 

  ハ 地域の気になる子ども（保育の実施に関する要綱第９条第１号又は第２号に該当

する児童（これらに準ずる状況にあると市長が認める者を含み、同条の規定による

保育の実施の決定を受けている者を除く。）、被虐待児等をいう。以下同じ。）及びそ

の家庭を支援する事業 

  ニ 絵本とのふれあい事業（就学前の児童及びその保護者を対象に絵本の読み聞かせ

及び貸出しを行う事業をいう。以下同じ。） 

  ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の子育て家庭を対象とした子育て支援事

業 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、安心子育て応援事業とする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、私立保育所の設置者のうち、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市内に所在すること。 

⑵ 第２条第２号イに規定する事業を実施すること。 

⑶ 安心子育て応援事業に従事する保育士等を雇用すること。 
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 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表の中欄本文に定める補助対象経費から同表の左欄に掲げる補

助事業に係る保護者の負担額その他市長が指定する収入を控除した額と同表の右欄に定

める算定基準により算定した額とを比較していずれか少ない方の額とする。 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が指定する

期日までに、所定の申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 予算書 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があると認める

ときは、当該交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付の決定（以下

「交付決定」という。）をすることがある。 

 （交付の条件） 

第８条 市長は、前条の規定に基づき交付決定をする場合においては、補助金の交付の目

的を達成するために必要な条件を付するものとする。 

 （決定の通知） 

第９条 市長は、第７条の規定に基づき交付決定をしたときは、速やかに、その決定の内

容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第10条 申請者は、前条の規定による通知（以下「決定通知」という。）を受け取った場合

において、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取

下げをすることができる。 

２ 前項の申請の取下げは、決定通知を受け取った日から起算して30日以内に行わなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかっ

たものとみなす。 

 （承認事項） 

第11条 決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる場合には、市

長の承認を受けなければならない。 

⑴ 補助事業の内容の変更（市長が認める軽微な場合を除く。）をしようとする場合 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 
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（交付の請求） 

第12条 補助事業者は、決定通知を受け取った日以後速やかに、所定の概算払請求書を市

長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、補助事業者に対し、補助金を概

算払により交付するものとする。 

 （補助事業の遂行等） 

第13条 補助事業者は、補助金の交付の目的及び交付の決定に付された条件その他この要

綱に従って補助金を使用し、かつ、他の目的に流用してはならない。 

２ 補助事業者は、私立保育所の施設及び運営が大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第103号）その他大阪府の示す基準に適合す

るようにしなければならない。 

（事故報告等） 

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に報告して、

その指示を受けなければならない。 

 （実地調査等） 

第15条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、職員に実地に調査を行わせ、

又は補助事業者に必要な書類の提出を求めることがある。 

 （実績報告書） 

第16条 補助事業者は、１の年度における補助事業の完了後、遅滞なく補助事業の成果を

記載した実績報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、補助事業に要した経費の内訳を記載した書類を添付しなけれ

ばならない。 

（確定） 

第17条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合は、補助事業の成果が交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めた

ときは、補助金の額を確定し、当該額を補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、第12条第２項の規定に基づき交付した額が前項の規定により確定した額を超

えているときは、補助事業者にその差額を返還させるものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若

しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の交付を停止することがある。 

⑴ 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。 

⑶ 補助事業の成績が不良と認められるとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

 （補助金の返還等） 
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第19条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることがある。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じられた者が返還すべき額の全部又は一

部を返還しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき

補助金があるときは、当該返還すべき額を限度としてその交付を停止するものとする。 

 （書類の整備等） 

第20条 補助事業者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備

し、かつ、それらの帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し

て10年間保管しなければならない。 

 （様式） 

第21条 この要綱で使用する申請書等の様式は、別に定める。 

 （補則） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用し、平成24年度ま

での年度分の補助金については、なお従前の例による。 

３ 枚方市安心子育て応援事業補助金交付要綱（平成21年枚方市要綱第48号）は、廃止す

る。 

別表（第５条関係） 

補 助 事 業 補 助 対 象 経 費 算 定 基 準 

⑴ 保育所内外で定期的に実

施する子育てに係る相談及

び指導等を行う事業 

⑵ 枚方版ブックスタート事

業 

⑶ 地域の気になる子ども及

びその家庭を支援する事業 

⑷ 絵本とのふれあい事業 

⑸ 前各号に掲げるもののほ

か、地域の子育て家庭を対象

とした子育て支援事業 

補助事業の欄第１号から第５

号までに規定する事業に要す

る経費。ただし、同欄第１号か

ら第５号まで（第４号を除く。）

に規定する事業に従事する保

育士等の雇用に係る経費以外

の経費の同欄第１号から第５

号まで（第４号を除く。）に規

定する事業に要する経費に占

める割合は、４分の１以内とす

る。 

⑴ 補助事業の欄第１号から

第５号までに規定する事業

の全てを実施する場合 １

施設当たり年額2,100,000円 

⑵ 補助事業の欄第１号、第２

号、第３号及び第５号に規定

する事業の全てを実施する

場合（前号に該当する場合を

除く。） １施設当たり年額

1,600,000円 

⑶ 補助事業の欄第１号及び

第４号に規定する事業に加

え、同欄第２号、第３号又は

第５号に規定する事業のう

ちの１以上を実施する場合

（前２号に該当する場合を

除く。） １施設当たり年額

1,100,000円 

⑷ 補助事業の欄第１号に規
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定する事業に加え、同欄第２

号、第３号又は第５号に規定

する事業のうちの１以上を

実施する場合（前３号に該当

する場合を除く。） ○１施

設当たり年額600,000円 

 

 

＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料４４４４＞＞＞＞    

   枚方市私立保育所運営費補助金交付要綱 

 

 

平成 25 年 ３ 月 29 日制定 
 

枚 方 市 要 綱  第 21 号 
 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、私立保育所の設置者に対し、予算の範囲内において、私立保育所運

営費補助金（以下「運営費補助金」という。）を交付することにより、私立保育所におけ

る保育内容の充実を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「私立保育所」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39

条第１項に規定する保育所で、同法第35条第４項の規定により市町村以外の者が設置し

たもののうち、その定員が45人以上のものをいう。 

 （補助事業） 

第３条 運営費補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市内に所

在する私立保育所の運営とする。 

 （補助対象者） 

第４条 運営費補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する私立保育所の設

置者とする。 

 （運営費補助金の額） 

第５条 運営費補助金の額は、別表の補助種別の欄に掲げる補助種別ごとに、同表の補助

対象経費の欄に定める補助対象経費から当該補助種別に係る保護者の負担額その他市長

が指定する収入を控除した額と同表の算定基準の欄に定める算定基準により算定した額

とを比較して、いずれか少ない方の額の合計額とする。 

２ 前項の運営費補助金の額は、別表の補助種別の欄に掲げる補助種別ごとに、それぞれ

同表の補助要件の欄に定める補助要件を備えているものについて算定するものとする。 

 （交付の申請） 
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第６条 運営費補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が指

定する期日までに、運営費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の運営費補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 予算書 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の運営費補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容

を審査し、運営費補助金を交付すべきものと認めたときは、運営費補助金の交付を決定

するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、運営費補助金の適正な交付を行うため必要があると認

めるときは、当該交付の申請に係る事項について修正を加えて、運営費補助金の交付の

決定（以下「交付決定」という。）をすることがある。 

 （交付の条件） 

第８条 市長は、交付決定をする場合においては、運営費補助金の交付の目的を達成する

ために必要な条件を付するものとする。 

 （決定の通知） 

第９条 市長は、交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定の内容及びこれに付し

た条件を申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第10条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知（以下「決定通知」という。）を受け

取った場合において、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

運営費補助金の交付の申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の申請の取下げは、当該申請に係る決定通知を受け取った日から起算して30日以

内に行わなければならない。 

３ 第１項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみ

なす。 

（承認事項） 

第11条 決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる場合には、市

長の承認を受けなければならない。 

 ⑴ 補助事業の内容の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合 

 ⑵ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

 （概算払による交付） 

第12条 運営費補助金は、交付決定後、６月、９月、12月及び翌年の３月に概算払により

交付するものとする。 

２ 補助事業者は、決定通知を受け取った日以後、速やかに、補助金交付請求書（概算払）
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を市長に提出しなければならない。 

 （補助事業の遂行等） 

第13条 補助事業者は、運営費補助金の交付の目的及び交付決定に付された条件その他こ

の要綱に従って運営費補助金を使用し、かつ、他の目的に流用してはならない。 

２ 運営費補助金は、施設ごとの経理区分の収入とし、別表の補助種別の欄に掲げる補助

種別ごとに同表の補助対象経費の欄に定める補助対象経費に充てるものとして経理しな

ければならない。 

３ 補助事業者は、私立保育所の施設及び運営が大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第103号）その他大阪府の示す基準に適合す

るようにしなければならない。 

 （事故報告等） 

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に報告して、

その指示を受けなければならない。 

 （実地調査等） 

第15条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、職員に実地に調査を行わせ、

又は補助事業者に必要な書類の提出を求めることがある。 

 （実績報告書） 

第16条 補助事業者は、１の年度における補助事業の完了後、遅滞なく、補助事業の成果

を記載した実績報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、決算報告書並びに同書類に係る試算表及び附属明細書を添付

しなければならない。 

 （確定） 

第17条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合は、補助事業の成果が交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めた

ときは、運営費補助金の額を確定し、当該額を補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、第12条第１項の規定により交付した額が前項の規定により確定した運営費補

助金の額を超えているときは、補助事業者にその差額を返還させるものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を

取り消し、又は運営費補助金の全部若しくは一部の交付を停止することがある。 

 ⑴ 補助事業者が偽りその他不正な手段により運営費補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したと

き。 

 ⑶ 補助事業の成果が不良と認められるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

 （運営費補助金の返還等） 
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第19条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に運営費補助金が交付されてい

るときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずることがある。 

２ 市長は、前項の規定により運営費補助金の返還を命じられた者が返還すべき額の全部

又は一部を返還しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付

すべき補助金があるときは、当該返還すべき額を限度としてその交付を停止するものと

する。 

 （書類の整備等） 

第20条 補助事業者は、運営費補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類

を整備し、かつ、それらの帳簿及び証拠書類を当該運営費補助金の交付を受けた年度の

翌年度から起算して10年間保管しなければならない。 

 （様式） 

第21条 この要綱で使用する運営費補助金交付申請書等の様式は、別に定める。 

 （補則） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の運営費補助金について適用し、平成24

年度までの年度分の運営費補助金については、なお従前の例による。 

３ 枚方市私立保育所運営費補助金交付要綱（平成24年枚方市要綱第95号。以下「旧要綱」

という。）は、廃止する。 

４ この要綱の施行の日前に旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱

の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。 

５ 市長は、この要綱による補助金交付制度に対する国又は大阪府の補助制度の見直し又

は廃止が行われたときは、その交付状況、社会状況の変化等を勘案し、この要綱による

補助金の交付の必要性について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるもの

とする。 
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別表（第５条、第13条関係） 
 

補 助 種 別 
 

補 助 要 件 補助対象経費 算   定   基   準 
 

嘱 託 医 手 当 加 算 
 

嘱託医又は嘱託歯科

医を設置し、児童の

健康診断を実施して

いること。 

 

運営費交付額を超え

て支出する嘱託医手

当、嘱託歯科医手当

及び児童の健康診断

の実施に要する経費 
 

 

１施設当たり年額107,200円 

 

運 営 費 補 助 
 

次の各号の要件のい

ずれかを満たしてい

ること。 

⑴ 運営費交付額を

超えて事務処理に

要する経費、施設

管理に要する経費

その他保育所の運

営に要する経費を

支出しているこ

と。 

⑵ 運営費交付基準

を超えて保育士等

を雇用しているこ

と。ただし、当該

保育士等に係る総

雇用時間数が正規

保育時間数以上で

なければならな

い。 

⑶ 運営費交付基準

を超えて看護師等

その他市長が認め

る職員を雇用して

いること。ただし、

病児・病後児保育

事業費補助の項の

補助要件の欄第１

号に該当するもの

として同項の補助

を受けるときは、

運営費補助につい

て、それらの職員

を雇用していない

ものとみなす。 
 

 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 保

育に直接必要と認

められる保育材料

等の購入費、児童

の環境衛生の維持

及び健康管理に要

する経費、園外保

育及び特別行事の

実施に要する経

費、事務処理に要

する経費、施設管

理に要する経費そ

の他保育所の運営

に要する経費（給

食材料の購入費を

除き、運営費交付

額を超えて支出す

るものに限る。） 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 運

営費交付基準を超

えて雇用している

保育士等の人件費 

⑶ 補助要件の欄第

３号の要件を満た

している場合 運

営費交付基準を超

えて雇用している

看護師等その他市

長が認める職員の

人件費 
 

 

次の表の左欄に掲げる定員の区分に応じ､

同表の中欄に定める基準額（年額）。ただし、

事務処理に要する経費については、同表の

右欄に定める限度額を超えることができな

い。 
 

 

定 員 の 区 分 
 

基準額（年額） 限  度  額 

 

45人以上60人未満 
 

8,680,000円 2,000,000円 

 

60人以上90人未満 
 

10,480,000円 2,720,000円 

 

90人以上120人未満 
 

11,380,000円 3,080,000円 

 

120人以上 
 

12,580,000円 3,560,000円 

 

 

備考 

１ 本市配置基準を満たしていない場合又は本市配置基準を超

えていない場合（本市配置基準の保育士の数と当初配置基準

の当該数とが等しい場合に限る。）は、この表の中欄の基準額

（年額）から1,680,000円を上限として市長が定める額を減額

するものとする。 

２ 31人以上の１歳児の保育を実施し、かつ、本市配置基準を

満たしている場合（本市配置基準の保育士の数から当初配置

基準の当該数を差し引いた数が２である場合に限る。）は、こ

の表の中欄の基準額（年額）に1,680,000円を上限として市長

が定める額を増額するものとする。 

３ 看護師等その他市長が認める職員を雇用していない場合

は、この表の中欄の基準額（年額）から2,000,000円を上限と

して市長が定める額を減額するものとする。 

 

 

病児・病後児保育 

事 業 費 補 助 

 

次の各号の要件のい

ずれかを満たしてい

ること。 

⑴ 病児・病後児保

育事業（体調不良

児対応型）を実施

していること。 

⑵ 病児・病後児保

育事業（体調不良

児対応型）を実施

するために必要な

設備の整備等を実

 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 病

児・病後児保育事

業（体調不良児対

応型）の実施に要

する経費 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 病

児・病後児保育事

業（体調不良児対

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 補助要件の欄第１号の要件を満たして

いる場合 １施設当たり年額4,310,000

円。ただし、病児・病後児保育事業（体

調不良児対応型）の実施期間が６月未満

の場合は、１施設当たり年額2,150,000円

とする。 

⑵ 補助要件の欄第２号の要件を満たして

いる場合 １施設当たり年額1,000,000

円 
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施すること。ただ 
 

応型）を実施する 
 

し、１施設につき１

回限りとする。 

ために必要な設備

の整備等に要する

経費 

 

 

開所時間推進費補助 
 

次の各号の要件をい

ずれも満たしている

こと。 

⑴ 通常の開所時間

が11時間15分を超

えていること。 

⑵ 運営費交付基準

を超えて保育士等

を雇用しているこ

と。 

⑶ 前号の保育士等

のうち、少なくと

も１人は、正規保 

育時間数以上勤務

する保育士である

こと。ただし、市長

が特に認めるとき

は、この限りでな

い。 

 

運営費交付基準を超

えて雇用している保 

育士等の人件費 

 

１施設当たり年額4,553,000円 

 

障 害 児 保 育 補 助 

 

次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号

に定める要件を満た

していること。 

⑴ 保育士等の人件

費 次の要件をい

ずれも満たしてい

ること。 

イ 市長、関係機関

及び保護者との

協議に基づき障

害児の保育を実

施し、かつ、当該

障害児の保育の

ための保育士を

加配しているこ

と。 

ロ 障害児のいる

クラスを担当す

る者が、児童福祉

法第18条の６に

規定する保育士

となる資格を有

していること。た

だし、市長が特に

認めるときは、こ

の限りでない。 

⑵ 障害児保育に係

る環境改善の実施

に要する経費 特

児１級児又は特児

２級児の保育を実

施している場合に

 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 障

害児の保育のため

に加配された保育

士等の人件費 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 障

害児の保育に必要

な設備の整備及び

軽微な改修並びに

障害児用の大型遊

具の設置、更新等

に要する経費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 当該障害児のために保育士等を雇用し

ている場合 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額の合計額 

イ 特児１級児に係るもの 当該障害児

１人当たり年額3,000,000円（勤務時間

が就業規則上の週所定労働時間を満た

さない保育士等である場合については、

当該障害児１人当たり月額170,000円を

基に算定した額） 

ロ 特児１級児以外の障害児に係るもの 

当該障害児１人当たり年額1,500,000円 

⑵ 障害児保育に係る環境改善を実施した

場合 １施設当たり年額1,000,000円 
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おいて、当該障害

児の保育に必要な 

 

設備の整備若しく

は軽微な改修又は

障害児用の大型遊

具の設置、更新等の

環境改善を実施す

ること。 

  

 

延長保育事業費補助 
 

延長保育促進事業を

実施していること。 
 

 

延長保育促進事業の

実施に要する経費の

うち、開所時間（当

該開所時間が11時間

以上の場合に限る。）

を超えて実施する延

長保育に要する経費 
 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 基本分 １施設当たり月額115,000円 

⑵ 加算分 対象児童の数から６人を控除

した児童数に月額5,000円を乗じて得た

額 

 

食 物 ア レ ル ギ ー 

対 策 費 補 助 

 

次の各号の要件をい

ずれも満たしている

こと。 

⑴ 食物アレルギー

児童の保育を実施

していること。 

⑵ 食物アレルギー

児童のために加配

調理員を雇用して

いること。 

 

運営費交付基準を超

えて雇用する加配調

理員の人件費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 定員90人以下の施設において６人以上

の食物アレルギー児童の保育を実施して

いる場合又は定員91人以上の施設におい

て３人以上の食物アレルギー児童の保育

を実施している場合 １施設当たり月額

71,250円 

⑵ 牛乳、卵及び大豆製品のいずれにもア

レルギー症状を呈する２人以上の食物ア

レルギー児童の保育を実施している場合

又は食物アレルギーによりアナフィラキ

シー等の症状を呈すると認められる児童

の保育を実施している場合 

 １施設当たり月額71,250円 
 

 

夜間保育事業費補助 
 

夜間保育推進事業を

実施していること。 
 

 

夜間保育推進事業の

実施に要する経費 

 

１施設当たり年額2,480,000円。ただし、夜

間保育推進事業の実施期間が６月未満の場

合は、１施設当たり年額1,240,000円とす

る。 
 

 

備考 

１ 嘱託医手当加算の項及び運営費補助の項における「運営費交付額」とは、児童福祉法による保育所運営費国

庫負担金について（昭和51年４月16日付け厚生省発児第59号の２厚生事務次官通知）及びその関連通知に準じ

て市長が定める額をいう。 

２ 運営費補助の項、開所時間推進費補助の項及び食物アレルギー対策費補助の項における「運営費交付基準」

とは、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について及びその関連通知に定める基準をいう。 

３ 運営費補助の項、開所時間推進費補助の項及び障害児保育補助の項における「保育士等」とは、実際に保育

に従事する者をいう。 

４ 運営費補助の項、開所時間推進費補助の項及び備考６の規定における「総雇用時間数」及び「正規保育時間

数」とは、それぞれ市長の定める時間数をいう。 

５ 運営費補助の項における「看護師等」とは、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第12条第５項（同

法第14条第３項において準用する場合を含む。）に規定する保健師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証の

交付を受けた者をいう。 

６ 運営費補助の項における「本市配置基準」とは、１歳児を担当する保育士（総雇用時間数が正規保育時間数

以上である場合の当該保育士に限る。以下同じ。）の数が、１歳児の数を５で除して得た数（１未満の端数があ

るときは、これを切り上げる。）であることをいう。 

７ 運営費補助の項における「当初配置基準」とは、１歳児を担当する保育士の数が、１歳児の数を６で除して

得た数（１未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）であることをいう。 

８ 運営費補助の項並びに備考６及び備考７の規定における「１歳児」とは、当該年度の前年度の末日の年齢が

１歳である者をいう。 
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９ 病児・病後児保育事業費補助の項における「病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）」とは、保育対策等

促進事業の実施について（平成20年６月９日付け雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

に定める病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）をいう。 

10 開所時間推進費補助の項、障害児保育補助の項並びに備考６及び備考７の規定における「保育士」とは、児

童福祉法第18条の４に規定する保育士のうち、実際に保育に従事する者をいう。 

11 障害児保育補助の項における「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する者をいう。 

12 障害児保育補助の項における「特児１級児」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律

第134号）第２条第５項に規定する１級に認定されている障害児を、「特児２級児」とは、同項に規定する２級

に認定されている障害児をいう。 

13 延長保育事業費補助の項における「延長保育促進事業」とは、保育対策等促進事業の実施についてに定める

延長保育促進事業をいう。 

14 延長保育事業費補助の項における「対象児童」とは、その保護者の申請に基づき、市長が定める基準により

延長保育促進事業の対象として市長の認定を受けた者をいう。 

15 食物アレルギー対策費補助の項における「食物アレルギー児童」とは、市長が定める食品に起因する食物ア

レルギーの症状を呈する児童で、医師が作成する食物アレルギーの診断書又は指示書を市長に提出し、市長の

認定を受けた者をいう。 

16 食物アレルギー対策費補助の項における「加配調理員」とは、食物アレルギー児童のために食事制限又は代

替給食を実施するために加配した調理員をいう。ただし、調理師免許の有無を問わない。 

17 夜間保育事業費補助の項における「夜間保育推進事業」とは、保育対策等促進事業の実施についてに定める

夜間保育推進事業をいう。 
 

 

 

 

 

＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料５５５５＞＞＞＞    

 

 

大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 

 

１．目 的 

 日本国憲法には、基本的人権の一つとして、｢職業選択の自由｣が規定されており、こう

した権利が保障されるためにはすべての人々に対して、｢基本的人権が尊重された公正な採

用選考｣が行われ､就職の機会均等が保証されることが必要である。 

 とりわけ､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめ

女性､障害者､在日韓国･朝鮮人､母子･父子家庭等の方々などの就職の機会均等を保証する

ためには､企業自らが､同和問題をはじめとする人権問題を正しく理解・認識し、応募者本

人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施することが必要である。 

 このため､一定規模の事業所において｢公正採用選考人権啓発推進員｣（以下｢推進員｣とい

う。）の設置を図り､この推進員に対し研修等を行うことにより､適正な採用選考システムの

確立を図るとともに､推進員が中心となって､企業内従業員に対する同和問題をはじめとす

る人権問題研修計画の樹立､研修の実施等を推進することを目的とする。 

 

２．推進員選任対象事業所 

（１） 常時使用する従業員の数が 25人以上の事業所。 

ただし、工場､支店、営業所等については､人事権（採用権）を有する事業所。 
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 （２）（１）のほか、大阪府知事が､選任することが適当であると認める事業所。  

 

３．推進員の選任基準 

 推進員は､原則として人事担当責任者等、採用選考､その他､人事管理に関する事項につい

て相当の権限を有する者から一事業所につき一名を選任する。 

 なお、事業所の規模等から必要なときは､推進員の補助者を選任し､本制度の実行を期す

ものとする。 

 

４．推進員の役割 

 推進員及び補助者は､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている

者をはじめすべての人々の就職の機会均等を保障すると言う視点に立って、各種研修会等

に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項について中心的役割を果たすものとす

る。 

（１） 適正な採用選考システム、人事管理体制等の確立を図ること。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため､研修計画の策定及び実施に関すること。 

（３） 関係行政機関との連絡に関すること。 

 

５．報 告 

（１） 推進員及び補助者を選任した場合は､別紙様式 1 により事業所管轄公共職業安定

所を通じて大阪府知事あて報告するものとする。 

なお､人事異動等により変更のあった場合も同様とする。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため研修を実施するときは、｢企業内人権啓発研修実施計画書｣（別紙

様式２）を研修実施の１ヶ月前までに報告するとともに、研修実施後、速やかに｢企

業内人権啓発研修実施報告書｣（別紙様式３）により大阪府知事あて報告するもの

とする。 

 

附 則 

この要綱は､平成 ９年 ５月 ７日より施行する。 

この要綱は､平成１２年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１４年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１５年 ４月 １日一部改正施行する。 

 

 

 



枚方市立保育所移管に係る提出書類等及びプレゼンテーションについて（案） 

 

Ⅰ 提出書類等 

様式 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

添付 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

 

〃 

 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

10． 

11． 

12． 

13． 

14． 

 

15. 

16． 

17． 

18． 

19． 

 

20. 

21. 

 

22. 

保育所運営申込書 

応募に至る動機・目的 

経営方針・保育所運営方針 

保育所事業計画書 

保育所整備計画書 

資金計画書 

法人理事長及び施設長予定者の履歴書 

財産目録（使用しない場合は原本証明が必要） 

提案内容概要書 

応募状況報告書 

貸借対照表（本部会計）※３ 

貸借対照表（施設会計）※３ 

決算書一式（本部会計）※３ 

決算書一式（施設会計）※３ 

※監事の監査結果報告書を含む 

予算書一式（本部会計）※３ 

予算書一式（施設会計）※３ 

法人調書（平成２５年度大阪府等へ提出したもの） 

保育所調書（平成２５年度大阪府等へ提出したもの） 

平成２５年度以前の直近で行われた大阪府法人指導

課の現地監査の結果及びそれに対する回答文書写し 

法人定款 

現在運営している保育所の保育目標、保育内容のわか

るもの（パンフレット等でも可） 

園で整備している危機管理体制及び安全対策に関す

るマニュアル等 

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

様式６ 

様式７ 

様式８ 

様式９ 

様式 10 

（原本写し） 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

 

 

※１ 様式１から１０について、電子媒体が必要な場合は、市のホームページから 

ダウンロードしてください。 

※２  様式に関する添付書類は、審査の対象外となります。 

※３ 貸借対照表及び決算書は平成２２年度から２４年度分を、 

予算書は平成２３年度から２５年度分までの写しを提出してください。 

※４ 写しについては、原本証明をしてください。 

その他必要と認めた書類等について、追加で提出を求めることがあります。 

※５  資料は、上記の提出資料を正本 1 部、写し１１部ともに、それぞれフラッ

トファイル（Ａ４）に綴じてください。 

※６  ファイルに綴じた様式１～１０と添付１１～２２の資料に、それぞれの番号の

（中宮保育所） 

※１ 

※４ 

資料８ 



インデックス（様式１、添付１１等）をつけて、どの書類がどこにあるのかを

わかるようにしてください。複数ページに渡る資料は、最初のページにインデ

ックスをつけてください。 

 

 

Ⅱ プレゼンテーションについて 

枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会が選考にあたって、プレゼ

ンテーションを実施します。 

プレゼンテーションの出席者は、３名以内とします。また、施設長予定者は

必ず出席してください。 

プレゼンテーション用資料は、３日前（土日祝を除く）までに１２部提出し

てください。また、パワーポイントを使用する場合は事前に子育て支援室まで

ご連絡ください。 

なお、プレゼンテーションの日時については、後日、連絡します。 

 

Ⅲ 選考基準について 

選考基準については、選考後に市のホームページにて掲載します。 

 

 

【提出期間及び提出場所】 

  提出期間：平成２５年１０月１８日（金）から１０月２８日（月） 

 午前９時から午後５時３０分まで（正午から午後０時４５分を除く） 

  提出場所：子ども青少年部子育て支援室（市役所別館１階） 

 提出部数：１２部（正本１部、写し１１部） 

  ※申込書は子育て支援室まで直接ご持参ください。郵送受付はできません。 

  ※申込書提出後、応募を辞退される場合は、必ず辞退届（様式不問）を提出して

ください。 

 問い合わせ先：子ども青少年部子育て支援室 

        TEL ８４１－１２２１ 内線３２７６ 

        FAX ８４１－４３１９ 

        E-male hoiku@city.hirakata.osaka.jp 

 



様式１ 

 

保 育 所 運 営 申 込 書 

 

 

年  月  日 

 

 

 枚方市長 竹内 脩 様 

 

 

法 人 名 

 

所 在 地 

 

代 表 者                          印    

 

電話番号 

 

 

 枚方市立保育所（中宮保育所）民営化に係る運営法人募集要項（平成２７年

４月１日移管分）に基づき申し込みます。 

 

 

法人設立年月日    年   月   日 

 

運営保育所 

保育所名 開設年月日 住所 

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 

要求事項番号 

１１１１    

（中宮保育所） 



様式２ 

応 募 に 至 る 動 機 ・ 目 的 

応募に至る動機・目的について具体的に記入してください。 

 

（法人名              ） 

要求事項番号 

２２２２    

（中宮保育所） 



様式３ 

経営方針・保育所運営方針 

経営方針について具体的に記入してください。 

 

保育所運営方針について具体的に記入してください 

 

（法人名              ） 

要求事項番号 

１１１１、、、、６６６６    

（中宮保育所） 



様式４      （中宮保育所） 

 

1 

 

保 育 所 事 業 計 画 書 

１ 保育所運営について 

（１）保育理念について（募集要項４（３）関連） 要番１、５ 

  

（２）保育所定員について（募集要項４（８）①関連） 要番７、8 

 定 員 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

現     行 90 9 10 12 15 20 24 

平成 27 年 4 月 1 日 90       

平成 28 年 4 月 1 日 120       
 

 定員設定の考え方 

   

（３）開所時間について（募集要項４（８）②関連） 要番９、10 

  

（４）保育所休所日について（募集要項４（８）③関連） 要番 11 

  

（法人名            ） 



様式４      （中宮保育所） 

 

2 

 

 

（５）保険制度への加入について（募集要項４（８）④関連） 要番 12 

  

（６）危機管理体制及び安全対策について（募集要項４（８）⑦関連） 要番 13 

  

２ 保育内容等について 

（１）保育内容について（募集要項４（９）①関連） 要番 17、18 

  

（２）障害児保育について（募集要項４（９）②関連） 要番 19、20 

  

（３）食物アレルギーについて（募集要項４（９）③関連） 要番 21 

  

（法人名            ） 

 



様式４      （中宮保育所） 

 

3 

 

 

（４）健康診断について（募集要項４（９）④関連） 要番 22 

  

（５）地域子育て支援等事業の実施について（募集要項４（９）⑤関連） 要番 23 

  

（６）民営化後の第三者評価について（募集要項４（９）⑥関連） 要番 25 

  

（７）保育の質の向上について（募集要項４（９）⑥関連） 要番 26 

 

（８）その他提案事項（園行事への取り組み、給食について、児童の健康管理について等） 

         （募集要項４（９）⑦関連） 要番 24 

  

（法人名            ） 



様式４      （中宮保育所） 

 

4 

 

 

３ 職員について 

（１）保育士配置について（募集要項４（10）①関連） 要番 29 

  

（２）保育士の採用及び構成について（年齢及び経験） 

（募集要項４（10）②、④関連） 
要番 30 

  

（３）看護師の配置について（募集要項４（10）③関連） 要番 31 

  

（４）体調不良児対応型について（募集要項４（10）③関連） 要番 32 

  

（５）公正採用選考人権啓発推進員について（募集要項４（10）⑥関連） 要番 33 

  

（法人名            ） 

 



様式４      （中宮保育所） 

 

5 

 

 

４ 引継ぎ等について 

（１）保護者説明会の開催について（募集要項４（11）①関連） 要番 34 

  

（２）三者懇談会について（募集要項４（11）②関連） 要番 35 

  

（３）移管前の引継ぎについて（募集要項４（11）③④⑤⑥関連） 要番 37 

  

（４）移管後の市への協力体制について（募集要項４（11）⑦関連） 要番 38 

  

（５）苦情対応について（募集要項４（10）⑤、４（12）③関連） 要番 14、15、40 

  

（法人名            ） 



様式４      （中宮保育所） 

 

6 

 

 

５．その他 

（１）保育所名及びクラス名について（募集要項４（12）①関連） 要番 36 

  

（２）保護者及び地域への対応について（募集要項４（12）③関連） 要番 40 

  

（３）保護者負担について（募集要項４（12）④関連） 要番 41 

  

（４）保育所見学への協力について（募集要項４（12）⑤関連） 要番 42 

  

（法人名            ） 
 



様式４      （中宮保育所） 

 

7 

 

 

（５）路上駐車対策について（募集要項３（３）③関連） 要番 44、46 

 

（６）自動車での送迎に対する安全対策（警備員の配置）について 

（募集要項４（12）⑦関連） 
要番 47 

  

（法人名            ） 

 

 



 

 

様式５ 

保育所整備計画書 

１ 新たな保育所に関する基本的な整備計画・施設の配置計画と整備内容について

具体的に記入してください。（募集要項３（３）①③、４（８）⑥関連） 

 

（法人名              ） 

 

要求事項番号 

43、45 

（中宮保育所） 



 

 

様式５ 

保育所整備計画書 

２ 仮設保育所に関する基本的な整備計画・施設の配置計画と整備内容、撤去につ

いて具体的に記入してください。（募集要項３（３）②③、４（８）⑥関連） 

 

（法人名              ） 

要求事項 

44、45 



様式６ 

資 金 計 画 書 

保育所整備に係る資金計画及び４月の運転資金の調達方法など保育所運営に係る

資金計画について具体的に記入してください。 

 

（法人名             ） 

要求事項番号 

３、４ 

（中宮保育所） 



履   歴   書 

様式７（理事長） 

氏  名 

（ふりがな             ） 

 

男・女 

生 年 月 日 

 

 年  月  日 

現住所  〒     －      

 

電 話   

連絡先  〒     －       

 

電 話   

  

学 

歴 

・

職

歴 

年  月 ～   年  月 
 

   

   

   

   

   

   

社

会

活

動

歴 

年  月 ～   年  月 
 

    

    

    

   

   

   

賞

罰 

等 

年   月  
 

   

   

   

 

 

 

要求事項番号 

27 

（中宮保育所） 



履   歴   書 

様式７（施設長予定者） 

氏  名 

（ふりがな             ） 

 
男・女 

生 年 月 日 

 

 年  月  日 

現住所  〒     －      

 

電 話   

連絡先  〒     －       

 

電 話   

  

学 

歴 

・

職

歴 

年  月 ～   年  月 
 

   

   

   

   

   

   

社

会

活

動

歴 

年  月 ～   年  月 
 

    

    

    

   

   

   

賞

罰 

等 

年   月  
 

   

   

   

 

要求事項 

28 

（中宮保育所） 



様式８ 

財  産  目  録 

（平成２５年３月末現在） 

Ⅰ 資産の部                           円 

 

 

 

 

 

 

 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

訳 

 

１．基本財産 円 

 

(1) 土地（所在地） 

 

 （地目）                ㎡ 

円 

 

(2) 建物 

 

円 

(3) 現金・預金 

 

円 

(4) 有価証券 

 

 

円 

２．運用財産 

 

円 

(1) 現金 

 

円 

(2) 預金 

 

円 

Ⅱ 負債の部                           円 

 

 

 

Ⅲ 差引正味財産                         円 

 

 

 

 

           法人名 

代表者                            印   

 

※ この様式によらない場合は、原本証明をしてください。ただし、平成２５年３月末

日以降のものに限る。 

要求事項番号 

３、４ 

（中宮保育所） 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

1 

 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

１ 運営方針・保育所運営方針 

（４．（1）、（2）） 

・設立目的・経営実績、組織の状況及び

運営方針の具体的な説明がなされて

いるか 

・申請時において、保育所の運営実績が

10 年以上あるか 

 様式１、３ 

２ 民営化方針 

（４.（5）） 

・応募の動機や目的が市の民営化方針を

踏まえ示されているか 

 様式２ 

３ 経営状態 

（４．（2）） 

・過去３年間の経営状態が安定している

か 

 様式６、８ 

提出書類 11～16 

４ 保育所整備資金・運転資金 

（４．（2）） 

・保育所整備資金が確保できているか  様式６、８ 

提出書類 11～16 

・保育所運営のための運転資金が確保で

きているか 

 

様式様式様式様式９９９９    〔〔〔〔提案内容概要書提案内容概要書提案内容概要書提案内容概要書〕〕〕〕    

                                                                                                                        法人名法人名法人名法人名    [[[[                                            ]]]]    



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

2 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

５ 保育理念 

（４．（３）） 

・保育理念が児童福祉法等の趣旨を踏ま

え、適切なものとなっているか 

 様式４－１（１） 

６ 保育所運営 

（４．（４）、（５）） 

・保育所運営方針が、保育所設置目的を

踏まえ、適切なものとなっているか 

 様式３ 

７ 定員 

（４．（８）①） 

・９０人定員となっているか。ただし、

平成２８年４月１日までに、１２０人

定員となっているか 

 様式４－１（２） 

８ ０，１，２歳の定員 

（４．（８）①） 

・０、１、２歳で定員の４割を超えると

ともに、地域の待機児童等の動向を踏

まえた設定となっているか 

 様式４－１（２） 

９ 開所時間 

（４．（８）②） 

・開所時間は７時から１９時となってい

るか 

 様式４－１（３） 

10 延長保育 

（４．（８）②） 

・ニーズがあれば、１９時を超える延長

保育が提案されているか 

 様式４－１（３） 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

3 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

11 保育所休所日 

（４．（８）③） 

・保育所休所日は日・祝・年末年始のみ

とされているか 

 様式４－１（４） 

12 保険制度への加入 

（４．（８）④） 

・（独）日本スポーツ振興センター災害

共済給付制度に加入を予定している

か 

 様式４－１（５） 

13 危機管理体制及び安全対策 

（４．（８）⑦） 

・災害訓練、消防訓練等の実施が予定さ

れており、不法侵入者対策や各種マニ

ュアル整備されているか 

 様式４－１（６） 

園資料 

14 苦情対応（苦情解決責任者設置） 

（４．（10）⑤） 

（４.（12）③） 

苦情解決責任者及び苦情受付担当者を

設置しているか 

 様式４－４（５） 

15 苦情対応（第三者委員会の設置） 

（４．（10）⑤） 

（４．（12）③） 

・苦情解決に係る第三者委員会の設置を

予定しているか 

 様式４－４（５） 

16 大阪府の監査結果 

（４（３）） 

・大阪府の監査結果を受け、その後の改

善措置が講じられているか 

 提出書類１９ 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

4 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

17 保育内容（保育課程等） 

（４．（９）①） 

・保育課程、指導計画を作成し、計画に

基づき保育を行うこととされている

か 

 様式４－２（１） 

18 保育内容（創意工夫） 

（４．（９）①） 

・子どもの状況や発達過程を踏まえ、創

意工夫を行っているか 

 様式４－２（１） 

19 障害児保育 

（４．（９）②） 

・障害児保育に取り組んでいるか  様式４－２（２） 

20 障害児保育（人材配置や研修） 

（４．（９）②） 

・障害児保育に係る人材配置や研修及び

適切な環境整備が提案されているか 

 様式４－２（２） 

21 食物アレルギー対応 

（４．（９）③） 

・アレルギー対応について除去食や代替

食等配慮されているか 

 様式４－２（３） 

22 健康診断 

（４．（９）④） 

・内科健診、ぎょう虫、尿検査が年２回

以上、歯科健診が年１回以上予定され

ているか 

 様式４－２（４） 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

5 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

23 地域子育て支援事業の実施 

（４．（９）⑤） 

・地域子育て支援事業（例、枚方市安心

子育て応援事業）等が予定されている

か 

 様式４－２（５） 

24 その他提案事項 

（４．（９）⑦） 

・上記の事業の他、園行事、給食、食

育、児童の健康管理等について、独

自の企画提案がなされているか 

 様式４－２（８） 

25 民営化後の第三者評価 

（４．（９）⑥） 

・福祉サービス第三者評価を受ける予定

となっているか 

 様式４－２（６） 

26 保育の質の向上 

（４．（９）⑥） 

・職員の研修について積極的に取り組ん

でいるか 

 様式４－２（７） 

27 理事長 

（４．（６）） 

・法人代表者は、社会福祉事業の熱意と

識見を持っているか 

 様式 7履歴書 

プレゼンテーショ

ン 

28 施設長予定者 

（４．（７）） 

・施設長予定者は、児童福祉事業に熱意

を持ち、児童福祉の理論と実践につい

て知識と経験を有するか 

 様式 7履歴書 

プレゼンテーショ

ン 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

6 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

29 保育士配置 

（４．（10）①） 

・保育士配置基準は国・府基準を遵守し、

１歳児については５：１としているか 

 様式４－３（１） 

30 保育士の採用及び構成 

（４．（10）②、④） 

・保育士の年齢及び経験年数に配慮した

構成となっているか 

・中宮保育所に勤務している枚方市の臨

時職員等が移管後の保育所で就労を

希望する場合は、その採用を予定して

いるか 

 様式４－３（２） 

31 看護師の配置 

（４．（10）③） 

・看護師の配置を予定しているか  様式４－３（３） 

32 体調不良児対応型 

（４．（10）③） 

・病児・病後児保育事業の体調不良児対

応型の実施を予定しているか 

 様式４－３（４） 

33 公正採用選考人権啓発推進員 

（４．（10）⑥） 

・公正採用選考人権啓発推進員の設置予

定はあるか 

 様式４－３（５） 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

7 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

34 保護者説明会の開催 

（４．（11）①） 

・必要に応じ保護者説明会の開催が予定

されているか 

 様式４－４（１） 

35 三者懇談会 

（４．（11）②） 

・三者懇談会の設置が予定されているか  様式４－４（２） 

36 保育所名及びクラス名 

（４．（12）①） 

・保育所名やクラス名を引き継ぐことと

しているか 

 様式４－５（１） 

37 移管前の引継ぎ 

（年中行事等の参加） 

（４．（11）③） 

・１年前より年中行事等の参加（障害児

等配慮を要する子どもの保育状況や

対応の確認など含む）を予定している

か 

 様式４－４（３） 

（共同保育期間中の職員体制） 

（４．(11)④、⑤） 

・共同保育期間中の職員体制が確保され

ているか 

 

（共同保育期間中に個人懇談会） 

（４.（11）⑥） 

・共同保育期間中に個人懇談会が予定さ

れているか 

 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

8 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

38 移管後の市への協力体制 

（４．（11）⑦） 

・運営移管後、市職員による民営化後の

保育の確認に協力的であるか 

 様式４－４（４） 

39 引継ぎについての理解 

（４．（４）） 

・中宮保育所の保育を引継ぐことについ

て理解し、誠実に取り組もうとしてい

るか 

 プレゼンテーショ

ン 

40 保護者及び地域への対応 

（４．（12）③） 

・保護者及び地域への対応について誠意

が感じられるか 

 様式４－５（２） 

41 保護者負担 

（４．（12）④） 

・現行より負担が増えることはないか  様式４－５（３） 

42 保育所見学への協力 

（４．（12）⑤） 

・保護者の保育所見学に対し、協力的で

あるか 

 様式４－５（４） 

43 新たな保育所の整備計画 

（３．（３）①、③） 

（４．（８）⑥） 

・新たな保育所の整備が、国・府基準等

の関係法令を順守した整備計画とな

っているか 

 様式５－１ 



（中宮保育所） 

※網かけの事項は提案事項です。その他は確認事項です。 

9 

要求事項 

（募集要項上の番号） 
確認事項 

提案内容 

（簡潔に記載してください。） 
確認書類等 

44 仮設保育所の整備計画 

（３．（３）②、③） 

（４．（８）⑥） 

・仮設保育所の整備が、国・府基準等の

関係法令を順守した整備計画となっ

ているか 

 様式５－２ 

45 施設整備・安全確保の提案 

（３．（３）①、②、③） 

・子どもの視点に立った施設整備、安全

確保が提案されているか 

 様式５－１、２ 

46 路上駐車対策 

（３．（３）③） 

・路上駐車対策として、定員増などによ

り自動車利用者が増加し、園の駐車場

で対応できない場合は、近隣の駐車場

の借り上げなどが提案されているか 

 様式４－５（５） 

47 警備員の配置 

（４．（12）⑦） 

・自動車での送迎に対する安全対策とし

て、朝・夕の送迎時に警備員を配置す

ることが予定されているか 

 様式４－５（６） 

 



様式１０ 

応 募 状 況 報 告 書 

 

 

年  月  日 

 

 

 枚方市長 竹内 脩 様 

 

 

法 人 名 

 

所 在 地 

 

代 表 者                          印    

 

電話番号 

 

 

 枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項（平成２７年４月１日移管分）

に基づき申し込んでいる保育所は、下記のとおりです。 

 

 

保育所名 ○をつけてください 

中宮保育所  

北牧野保育所  

 

 

（中宮保育所） 



枚方市立保育所（中宮保育所）民営化に係る運営法人選定審査会　選考基準（案）

番号 募集要項 確認書類等
事項
区分 確認する内容 配　点

１１１１．．．．応募法人応募法人応募法人応募法人のののの経営等経営等経営等経営等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 12点

1 ４．（1）（２） 様式１、３ 確認
・設立目的・経営実績、組織の状況及び運営方針の具体的な説明がなされ
ているか
・申請時において、保育所の運営実績が10年以上あるか

2 1 0

2 ４．（５） 様式２ 確認 ・応募の動機や目的が市の民営化方針を踏まえ示されているか 2 1 0

3 ４．（2）
様式６、８
提出書類11～16

確認 ・過去３年間の経営状態が安定しているか 2 1 0

・保育所整備資金が確保できているか 2 1 0

・保育所運営のための運転資金が確保できているか (×３） (×３） (×３）

様式６、８
提出書類11～16

確認4 ４．（2）

資料９

２２２２．．．．保育所運営保育所運営保育所運営保育所運営にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 21点

5 ４．（３） 様式４－１（１） 確認 ・保育理念が児童福祉法等の趣旨を踏まえ、適切なものとなっているか 2 1 0

6 ４．（4）、（5） 様式３ 確認 ・保育所運営方針が、保育所設置目的を踏まえ、適切なものとなっているか 2 1 0

7 ４．（８）① 様式４－１（２） 確認
・９０人定員となっているか。ただし、平成２８年４月１日までに、１２０人定員と
なっているか

― 1 ―

8 ４．（８）① 様式４－１（２） 提案
・０、１、２歳で定員の４割を超えるとともに、地域の待機児童等の動向を踏ま
えた設定となっているか

2 1 0

9 ４．（８）② 様式４－１（３） 確認 ・開所時間は７時から１９時となっているか ― 1 ―

10 ４．（８）② 様式４－１（３） 提案 ・ニーズがあれば、１９時を超える延長保育が提案されているか 2 1 0

11 ４．（８）③ 様式４－１（４） 確認 ・保育所休所日は日・祝・年末年始のみとされているか ― 1 ―

12 ４．（８）④ 様式４－１（５） 確認 ・（独）日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入を予定しているか 2 1 012 ４．（８）④ 様式４－１（５） 確認 ・（独）日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入を予定しているか 2 1 0

13 ４．（８）⑦
様式４－１（６）
園資料

確認
・災害訓練、消防訓練等の実施が予定されており、不法侵入者対策や各種
マニュアル整備されているか

2 1 0

14
４．（10）⑤
４．（12）③

様式４－４（５） 確認 ・苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置しているか 2 1 0

15
４．（10）⑤
４．（12）③

様式４－４（５） 確認 ・苦情解決に係る第三者委員会の設置を予定しているか 2 1 0

16 ４．（３） 提出書類１９ 確認 ・大阪府等の監査結果を受け、その後の改善措置が講じられているか 2 1 0

３３３３．．．．保育内容等保育内容等保育内容等保育内容等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 19点

17 ４．（９）① 様式４－２（１） 確認 ・保育課程、指導計画を作成し、計画に基づき保育を行うこととされているか 2 1 0

18 ４．（９）① 様式４－２（１） 提案 ・子どもの状況や発達過程を踏まえ、創意工夫を行っているか 2 1 0

19 ４．（９）② 様式４－２（２） 確認 ・障害児保育に取り組んでいるか 2 1 0

20 ４．（９）② 様式４－２（２） 提案
・障害児保育に係る人材配置や研修及び適切な環境整備が提案されている

2 1 020 ４．（９）② 様式４－２（２） 提案
・障害児保育に係る人材配置や研修及び適切な環境整備が提案されている
か

2 1 0

21 ４．（９）③ 様式４－２（３） 確認
・中宮保育所で提供していた給食を基本としているか
・アレルギー対応について除去食や代替食等配慮されているか

2 1 0

22 ４．（９）④ 様式４－２（４） 確認
・内科健診、ぎょう虫、尿検査が年２回以上、歯科健診が年１回以上予定され
ているか

2 1 0

23 ４．（９）⑤ 様式４－２（５） 確認
・地域子育て支援事業（例、枚方市安心子育て応援事業）等が予定されてい
るか

2 1 0

24 ４．（９）⑦ 様式４－２（８） 提案
・上記の事業の他、園行事、給食、食育、児童の健康管理等について、独自
の企画提案がなされているか

2 1 0

25 ４．（９）⑥ 様式４－２（６） 確認 ・福祉サービス第三者評価を受ける予定となっているか ― 1 ―

26 ４．（９）⑥ 様式４－２（７） 提案 ・職員の研修について積極的に取り組んでいるか 2 1 0

↑ この番号は、提出書類各様式の要求事項番号（要番）と一致しています。
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番号 募集要項 確認書類等
事項
区分 確認する内容 配　点

４４４４．．．．職員体制職員体制職員体制職員体制にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 12点

27 ４．（６）
様式7履歴書
プレゼンテーション 確認 ・法人代表者は、社会福祉事業に熱意と識見を持っているか 2 1 0

28 ４．（７）
様式7履歴書
プレゼンテーション 確認

・施設長予定者は、児童福祉事業に熱意を持ち、児童福祉の理論と実践に
ついて知識と経験を有するか

2 1 0

29 ４．（10）① 様式４－３（１） 確認
・保育士配置基準は国・府基準等を遵守し、１歳児については５：１としている
か

― 1 ―

30 ４．（10）②，④様式４－３（２） 確認
・保育士の年齢及び経験年数に配慮した構成となっているか
・中宮保育所に勤務している枚方市の臨時職員等が移管後の保育所で就労
を希望する場合は、その採用を予定しているか（※積極的であるか）

2 1 0

31 ４．（10）③ 様式４－３（３） 確認 ・看護師の配置を予定しているか ― 1 ―

32 ４．（10）③ 様式４－３（４） 提案 ・病児・病後児保育事業の体調不良児対応型の実施を予定しているか 2 1 0

33 ４．（10）⑥ 様式４－３（５） 確認 ・公正採用選考人権啓発推進員の設置予定はあるか 2 1 0

５５５５．．．．引継引継引継引継ぎにぎにぎにぎに関関関関するするするする事項事項事項事項 16点

34 ４．（11）① 様式４－４（１） 確認 ・必要に応じ保護者説明会の開催が予定されているか 2 1 0

35 ４．（11）② 様式４－４（２） 確認 ・三者懇談会の設置が予定されているか 2 1 0

36 ４．（12）① 様式４－５（１） 確認 ・保育所名やクラス名を引き継ぐこととしているか 2 1 0

４．（11）③ 確認
・１年前より年中行事等の参加（障害児等配慮を要する子どもの保育状況や
対応の確認など含む）を予定しているか

2 1 0

４．(11)④，⑤ 確認 ・共同保育期間中の職員体制が確保されているか 2 1 0

４.(11)⑥ 確認 ・共同保育期間中に個人懇談会が予定されているか 2 1 0

38 ４．（11）⑦ 様式４－４（４） 確認 ・運営移管後、市職員による民営化後の保育の確認に協力的であるか 2 1 0

様式４－４（３）37

38 ４．（11）⑦ 様式４－４（４） 確認 ・運営移管後、市職員による民営化後の保育の確認に協力的であるか 2 1 0

39 ４．（４） プレゼンテーション 確認
・中宮保育所の保育を引き継ぐことについて、理解し、誠実に取り組もうとして
いるか

2 1 0

６６６６．．．．保護者等保護者等保護者等保護者等へのへのへのへの対応対応対応対応にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 6点

40 ４．（12）③ 様式４－５（２） 確認 ・保護者及び地域への対応について誠意が感じられるか 2 1 0

41 ４．（12）④ 様式４－５（３） 確認 ・現行より負担が増えることはないか 2 1 0

42 ４．（12）⑤ 様式４－５（４） 確認 ・保護者の保育所見学に対し、協力的であるか 2 1 0

７７７７．．．．保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 14点

2 1 0

(×2） (×2） (×2）

2 1 0
44

３．（３）②、
③ 様式５－２ 確認

・仮設保育所の整備が、国・府基準等の関係法令を順守した整備計画となっ

43
・新たな保育所の整備が、国・府基準等の関係法令を順守した整備計画と
なっているか

確認様式５－１
３．（３）①、
③

４．（８）⑥

2 1 0

(×2） (×2） (×2）

45
３．（３）①，
②，③

様式５－１、２ 提案 ・子どもの視点に立った施設整備、安全確保が提案されているか 2 1 0

46 ３．（３）③ 様式４－５（５） 確認
・路上駐車対策として、定員増などにより自動車利用者が増加し、園の駐車
場で対応できない場合は、近隣の駐車場の借り上げなどが提案されているか

2 1 0

47 ４．（12）⑦ 様式４－５（６） 確認
・自動車での送迎に対する安全対策として、朝・夕の送迎時に警備員を配置
することが予定されているか

2 1 0

44 ③
４．（８）⑥

様式５－２ 確認
・仮設保育所の整備が、国・府基準等の関係法令を順守した整備計画となっ
ているか

◇採点にかかる注意事項
　・確認事項を満たしている場合は、１点とする。
　・確認事項を上回る場合は、２点とする。
　・確認事項を下回る場合は０点とする。
　・ただし番号４については点数を３倍、番号４３、４４については点数を２倍とする。
　・１点のみの表示は必須事項とする（書類で確認できない場合は、プレゼンテーションで確認）。
　・提案事項は、提案がなければ０点、実施可能な提案であれば１点、実施可能かつ提案が優れていれば２点とする。
◇配点について
　・満点（確認事項及び提案事項がすべて最高点の場合）は１００点とする。
　・確認事項がすべて１点で提案のない場合（０点）は４５点となる。　・確認事項がすべて１点で提案のない場合（０点）は４５点となる。

2 ページ



１．書類審査 提出書類の説明

選考審査表
（仮審査用）

選考審査集計表
（仮集計）

２．プレゼン
テーション

選考審査表
（仮審査用）

選考審査集計表
（仮集計）

資料10

◇選考審査表（仮審査用）により各委員の採点を仮集計し、配付
◇意見交換

◇事務局から提出書類の内容について説明

◇法人の提出書類を「選考基準」に基づき審査して、「選考審査表
（仮審査用）」に採点を記入する
◇不明な点等は適宜質問をして、専門分野の委員や事務局が意見
や見解を述べる

◇選考審査表（仮審査用）により各委員の採点を仮集計し、配付する
◇意見交換（不明な項目や基準点を満たしていない項目などについ
て）※一覧にまとめてプレゼンテーションの際、法人に確認する
◇必要があれば「選考審査表（仮審査用）」を修正する

◇プレゼンテーション終了後に採点し、各委員は選考審査表（仮審
査用）に記入する
◇プレゼンテーションの聴取により、記入済みの他の項目の採点も修
正可能

選考審査選考審査選考審査選考審査のののの手順手順手順手順についてについてについてについて（（（（案案案案））））

３．運営法人
の選考
（決定）

選考審査表
（本審査用）

◇選考審査表（本審査用）に採点

選考審査集計表

◇委員の採点を集計し、配布
◇選考審査集計表に基づき、以下の３つの条件をすべて満た
していることを条件に法人を決定する※意見がある場合は、報
告書に付帯意見としてまとめる
①基準点合計（３１５３１５３１５３１５点以上）を満たしている
②各委員の総合計を集計した結果、総合計が最も高い法人
（例：甲法人）
③委員ごとに総合計を比較し、最も多くの委員が「甲法人」に最
も高い点をつけた（選んだ）場合
ただし、総合計が同点の委員は、「甲法人」を選んだものとす
る。また、委員数が同数の場合も、「甲法人」を選んだものとす
る。

法人決定

主に乖離の大きい項目を中心に

意見交換を行った後に、運営法

人の再選考

条件を満たして

いる場合

条件を満たして

いない場合
 事例 ケース１（応募数が 2法人の場合） 

法人 甲 乙 
 

最も高い点をつけた委員数 4 3 
 

ケース２（応募法人が 3 法人の場合）   

法人 甲 乙 丙 

最も高い点をつけた委員数 3 2 2 

 

最も多くの委員が

甲法人を選出

（５６０） （５３０）

（５６０） （５３０） （５２０）

４．報告書
報告書

◇審査結果や付帯意見を報告書としてとりまとめる
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枚方市立保育所民営化にかかる運営法人選定審査会　選考審査集計表＜例＞

番号 募集要項 確認書類等
事項
区分 確認する内容 配　点 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙

１１１１．．．．応募法人応募法人応募法人応募法人のののの経営等経営等経営等経営等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項
12
点

1 ４．（1）（２） 様式１、３ 確認
・設立目的・経営実績、組織の状況及び運営方針の具体的な説明
がなされているか
・申請時において、保育所の運営実績が10年以上あるか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 12 13

2 ４．（５） 様式２ 確認 ・応募の動機や目的が市の民営化方針を踏まえ示されているか 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 0 2 12 10

3 ４．（2）
様式６、８
提出書類11～16

確認 ・過去３年間の経営状態が安定しているか 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 12 10

1 0 6 3 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6 0 6 36 33

合計C D E F GA B

・保育所整備資金が確保できているか 2 1 0 6 3 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6 0 6 36 33

・保育所運営のための運転資金が確保できているか (×３）(×３） (×３）

12 7 12 8 12 7 12 10 12 10 12 12 0 12 72 66

２２２２．．．．保育所運営保育所運営保育所運営保育所運営にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 21点

5 ４．（３） 様式４－１（１） 確認
・保育理念が児童福祉法等の趣旨を踏まえ、適切なものとなってい
るか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

6 ４．（4）、（5） 様式３ 確認
・保育所運営方針が、保育所設置目的を踏まえ、適切なものとなっ
ているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

7 ４．（８）① 様式４－１（２） 確認
・９０人定員となっているか。ただし、平成２８年４月１日までに、１２０
人定員となっているか

― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

8 ４．（８）① 様式４－１（２） 提案
・０、１、２歳で定員の４割を超えるとともに、地域の待機児童等の動
向を踏まえた設定となっているか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 12 10

4 ４．（2）
様式６、８
提出書類11～16

確認

小計

8 ４．（８）① 様式４－１（２） 提案
向を踏まえた設定となっているか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 12 10

9 ４．（８）② 様式４－１（３） 確認 ・開所時間は７時から１９時となっているか ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

10 ４．（８）② 様式４－１（３） 提案 ・ニーズがあれば、１９時を超える延長保育が提案されているか 2 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 0 2 10 12

11 ４．（８）③ 様式４－１（４） 確認 ・保育所休所日は日・祝・年末年始のみとされているか ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

12 ４．（８）④ 様式４－１（５） 確認
・（独）日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入を予定
しているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

13 ４．（８）⑦
様式４－１（６）
園資料

確認
・災害訓練、消防訓練等の実施が予定されており、不法侵入者対
策や各種マニュアル整備されているか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 12 8

14
４．（10）⑤
４．（12）③

様式４－４（５） 確認 ・苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置しているか 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 12 9

４．（10）⑤
15

４．（10）⑤
４．（12）③

様式４－４（５） 確認 ・苦情解決に係る第三者委員会の設置を予定しているか 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 12 10

16 ４．（３） 提出書類１９ 確認
・大阪府の監査結果を受け、その後の改善措置が講じられている
か

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 2 11 9

小計 21 16 21 18 21 15 20 17 21 17 19 17 0 21 123 121
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資料10

枚方市立保育所民営化にかかる運営法人選定審査会　選考審査集計表＜例＞

番号 募集要項 確認書類等
事項
区分 確認する内容 配　点 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙

３３３３．．．．保育内容等保育内容等保育内容等保育内容等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 19点

17 ４．（９）① 様式４－２（１） 確認
・保育課程、指導計画を作成し、計画に基づき保育を行うこととされ
ているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

18 ４．（９）① 様式４－２（１） 提案 ・子どもの状況や発達過程を踏まえ、創意工夫を行っているか 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2 11 8

19 ４．（９）② 様式４－２（２） 確認 ・障害児保育に取り組んでいるか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 11 13

20 ４．（９）② 様式４－２（２） 提案
・障害児保育に係る人材配置や研修及び適切な環境整備が提案
されているか

2 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 0 2 11 10

・中宮保育所で提供していた給食を基本としているか

GA B C D E F 合計

21 ４．（９）③ 様式４－２（３） 確認
・中宮保育所で提供していた給食を基本としているか
・アレルギー対応について除去食や代替食等配慮されているか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 12 8

22 ４．（９）④ 様式４－２（４） 確認
・内科健診、ぎょう虫、尿検査が年２回以上、歯科健診が年１回以
上予定されているか

2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 11 13

23 ４．（９）⑤ 様式４－２（５） 確認
・地域子育て支援事業（例、枚方市安心子育て応援事業）等が予
定されているか

2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 11 12

24 ４．（９）⑦ 様式４－２（８） 提案
・上記の事業の他、園行事、給食、食育、児童の健康管理等につ
いて、独自の企画提案がなされているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 11 12

25 ４．（９）⑥ 様式４－２（６） 確認 ・福祉サービス第三者評価を受ける予定となっているか ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

26 ４．（９）⑥ 様式４－２（７） 提案 ・職員の研修について積極的に取り組んでいるか 2 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 2 11 10

小計 19 16 19 14 19 15 17 13 17 14 16 16 0 19 107 107

４４４４．．．．職員体制職員体制職員体制職員体制にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 12点

27 ４．（６）
様式7履歴書
プレゼンテーション

確認 ・法人代表者は、社会福祉事業に熱意と識見を持っているか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

28 ４．（７）
様式7履歴書
プレゼンテーション

確認
・施設長予定者は、児童福祉事業に熱意を持ち、児童福祉の理論
と実践について知識と経験を有するか

2 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 11 11

29 ４．（10）① 様式４－３（１） 確認
・保育士配置基準は国・府基準等を遵守し、１歳児については５：１
としているか

― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

30 ４．（10）②，④ 様式４－３（２） 確認

・保育士の年齢及び経験年数に配慮した構成となっているか
・中宮保育所に勤務している枚方市の臨時職員等が移管後の保
育所で就労を希望する場合は、その採用を予定しているか（※積
極的であるか）

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

31 ４．（10）③ 様式４－３（３） 確認 ・看護師の配置を予定しているか ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 7

32 ４．（10）③ 様式４－３（４） 提案
・病児・病後児保育事業の体調不良児対応型の実施を予定してい
るか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 12 9

33 ４．（10）⑥ 様式４－３（５） 確認 ・公正採用選考人権啓発推進員の設置予定はあるか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 11 14

小計 12 10 12 10 11 10 12 11 12 11 11 12 0 12 70 76

2 ページ



資料10

枚方市立保育所民営化にかかる運営法人選定審査会　選考審査集計表＜例＞

番号 募集要項 確認書類等
事項
区分 確認する内容 配　点 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙

５５５５．．．．引継引継引継引継ぎにぎにぎにぎに関関関関するするするする事項事項事項事項 16点

34 ４．（11）① 様式４－４（１） 確認 ・必要に応じ保護者説明会の開催が予定されているか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 11 14

35 ４．（11）② 様式４－４（２） 確認 ・三者懇談会の設置が予定されているか 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 9 9

36 ４．（12）① 様式４－５（１） 確認 ・保育所名やクラス名を引き継ぐこととしているか 2 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 2 10 12

４．（11）③ 確認
・１年前より年中行事等の参加（障害児等配慮を要する子どもの保
育状況や対応の確認など含む）を予定しているか

2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 11 12

合計B C D E FA G

４．(11)④，⑤ 確認 ・共同保育期間中の職員体制が確保されているか 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 11 9

４.(11)⑥ 確認 ・共同保育期間中に個人懇談会が予定されているか 2 1 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 11 13

38 ４．（11）⑦ 様式４－４（４） 確認
・運営移管後、市職員による民営化後の保育の確認に協力的であ
るか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

39 ４．（４） プレゼンテーション 確認
・中宮保育所の保育を引き継ぐことについて、理解し、誠実に取り
組もうとしているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

小計 16 14 14 13 14 12 15 13 14 13 14 16 0 16 87 97

６６６６．．．．保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの対応対応対応対応にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 6点

40 ４．（12）③ 様式４－５（２） 確認 ・保護者及び地域への対応について誠意が感じられるか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 12 13

37 様式４－４（３）

41 ４．（12）④ 様式４－５（３） 確認 ・現行より負担が増えることはないか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 14

42 ４．（12）⑤ 様式４－５（４） 確認 ・保護者の保育所見学に対し、協力的であるか 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 12 12

小計 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 0 6 36 39

７７７７．．．．保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 14点

2 1 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 14 16

(×2） (×2） (×2）

2 1 0 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 4 12 16

(×2） (×2） (×2）

43

44
３．（３）②、③

４．（８）⑥
様式５－２ 確認

・仮設保育所の整備が、国・府基準等の関係法令を順守した整備
計画となっているか

３．（３）①、③
４．（８）⑥

様式５－１ 確認
・新たな保育所の整備が、国・府基準等の関係法令を順守した整
備計画となっているか

45
３．（３）①，
②，③

様式５－１、２ 提案 ・子どもの視点に立った施設整備、安全確保が提案されているか 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 11 13

46 ３．（３）③ 様式４－５（５） 確認
・路上駐車対策として、定員増などにより自動車利用者が増加し、
園の駐車場で対応できない場合は、近隣の駐車場の借り上げなど
が提案されているか

2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 11 14

47 ４．（12）⑦ 様式４－５（６） 確認
・自動車での送迎に対する安全対策として、朝・夕の送迎時に警備
員を配置することが予定されているか

2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 12 8

小計 14 8 10 9 10 9 10 9 6 9 10 9 0 14 60 67

総 合 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100点 100100100100 77 94949494 78 93939393 74 92929292 78 88888888 79 88888888 87 0 100100100100 555 573573573573
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今後のスケジュール（案） 資料１１

（中宮保育所）

9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日

日 月 火 水 木 金 土

第1回
選定審査会
18:30～

9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日

日 月 火 水 木 金 土

応募書類
配布開始

9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日

日 月 火 水 木 金 土

9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日

日 月 火 水 木 金 土

応募予定法人への
現地説明会＆見学会

受付〆切

9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日

日 月 火 水 木 金 土

応募予定法人への
現地説明会＆見学会

10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日

日 月 火 水 木 金 土

質問受付終了

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日

日 月 火 水 木 金 土

質問回答期限 申請受付開始

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日

日 月 火 水 木 金 土

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日

日 月 火 水 木 金 土

申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間

申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間

申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間

申請書類申請書類申請書類申請書類のののの整理整理整理整理申請受付終了

11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日

日 月 火 水 木 金 土

第2回
選定審査会

応募法人保育所見学
会申込〆切

11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日

日 月 火 水 木 金 土

11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
日 月 火 水 木 金 土

第3回
選定審査会

11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
日 月 火 水 木 金 土

12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日
日 月 火 水 木 金 土

12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
日 月 火 水 木 金 土

12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
日 月 火 水 木 金 土

12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日
日 月 火 水 木 金 土

12月29日 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日
日 月 火 水 木 金 土

案件

応募法人保育所見学会応募法人保育所見学会応募法人保育所見学会応募法人保育所見学会（（（（予定予定予定予定））））

申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間 申請書類申請書類申請書類申請書類のののの整理整理整理整理

申請書類申請書類申請書類申請書類のののの整理整理整理整理

案件
・募集要項（案）・選考基準（案）
・法人書類審査
・法人プレゼンテーション及び法人選考



  

    

    

    

    

    

枚方市枚方市枚方市枚方市審議会等審議会等審議会等審議会等のののの会議会議会議会議のののの公開公開公開公開等等等等にににに関関関関するするするする規程規程規程規程    

解釈解釈解釈解釈・・・・運用基準運用基準運用基準運用基準    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

枚方市枚方市枚方市枚方市    
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「「「「枚方市枚方市枚方市枚方市審議会等審議会等審議会等審議会等のののの会議会議会議会議のののの公開公開公開公開等等等等にににに関関関関するするするする規程規程規程規程」」」」解説解説解説解説    

 

第 1条 目的 

 

第１条 この訓令は、本市における会議の公開及び会議録の作成等に関し必要な

事項を定めることにより、審議会等（審議会及び庁内委員会をいう。以下同じ。）

の審議過程及び審議内容を明らかにするとともに、審議会等の公正な運営を確

保し、もって本市における公正な行政運営の推進に資することを目的とする。 

 

 

市の施策・計画の立案や行政運営の過程において重要な役割を果たしている

審議会等の会議（以下「会議」という。）を公開し、かつ、その会議録を開示す

ることによって、市の政策形成に関する審議の過程を市民が知ることができる

ようにし、それによって、会議を公正に運営して市の政策形成を適正かつ民主

的に行うことを目的とするものである。 

これらの目的を達成することは、「公文書の公開」を定めた情報公開制度とと

もに、市民の意思を的確に反映した市民参加のまちづくりにも寄与するもので

ある。 

 

 

第２条 定義 

 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 審議会 次に掲げるものをいう。 

イ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定により設

置する附属機関 

ロ 枚方市専門委員設置規則（昭和58年枚方市規則第65号）第４条に規定す

る専門委員（地方自治法第174条に規定する専門委員をいう。）による協議

会 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、その設置の根拠にかかわらず、市の重要

な施策・方針の決定及び意思決定に当たり、その内容を審議し、及び意見

を求めることを目的として設置される会議体 

⑵ 庁内委員会 次に掲げるものをいう。 

イ 枚方市庁内委員会規程（平成20年枚方市訓令第10号）に規定する庁内委

員会 
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ロ イに掲げるもののほか、法令等（法令、条例又は規則をいう。以下同じ。）

又は訓令その他の内部手続に基づき、本市の意思決定を行うに当たり設置

される本市職員で構成する会議体 

 

 

１ 対象とする会議は、法令、条例、規則、訓令、要綱等により、市長の求めに

応じて特定の事項を審議、審査、調査又は調停等を行うため、設置された合議

制の機関であって、市民、学識経験者等を委員として構成された附属機関等及

び専門委員の種類ごとに設けられた協議会の会議並びに意思決定を行うため

に訓令、要綱、決裁に基づき開催する市職員で構成する庁内委員会等の会議と

する。 

２ 会議において、全委員で構成する全体会議のほか、一部の委員で構成する専

門部会等を設けている場合も対象とする。    

 

 

第３条 会議の公開等  

 

第３条 審議会の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、公開しないことができる。 

⑴ 法令等の規定により非公開とされる場合 

⑵ 枚方市情報公開条例（平成９年枚方市条例第23号）第６条の規定による非

公開情報（以下「非公開情報」という。）が含まれる事項について審議、調

査等を行う場合 

⑶ 公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な審議が著しく阻害され会

議の目的が達成されないと認められる場合 

２ 庁内委員会の会議は、非公開とする。 

 

 

１ 審議会の会議は、公開が原則となるが、審議、調査等の内容の中には、公

開することによりプライバシーを侵害することとなるものなど、会議公開制

度の下においても非公開が求められる場合がある。この規定では、このよう

な会議公開原則の例外として非公開とすることができる会議の範囲を定めた

ものである。 

２ 第１号は、法令、条例、規則等において会議の非公開について特別の定め

がある場合は、会議を公開しないこととしたものである。 

３ 第２号は、枚方市情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）第６条の
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規定による非公開情報に該当すると認められる情報（①特定の個人が識別さ

れ得るもの、②法令等の規定により公開することができないもの、③法人等

の正当な利益を害するもの、④国等との協力関係を著しく損なうもの、⑤公

開しないとの約束の下に提供されたもの、⑥行政の意思形成に著しい支障が

生じるもの、⑦事務事業の公正、適正な執行を著しく妨げるもの）を会議の

案件とする場合について公開の場で審議することは、当該情報公開条例の趣

旨に反する結果となるため、会議を公開しないこととしたものである。 

なお、情報公開条例第６条の各号に該当するかどうかの解釈及び運用につ

いては、「枚方市情報公開条例の趣旨・解釈・運用」（「情報公開事務及び個人

情報保護事務の手引」を参照のこと。）による。 

４ 第３号は、審議の事項によっては審議会の会議を公開した場合、審議妨害や

委員に対する圧力等により、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれ

るなど、会議の公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されるおそれがあるとき

は、そのような事態の発生を未然に防ぐため、会議を公開しないこととしたも

のである。 

５ 庁内委員会については、行政内部において職員が自由にかつ率直に検討する

場を確保することや公開とした場合、行政機関の情報としては、未成熟なもの

が多種多様な情報として公になり、誤解や混乱が生じることなどを防止するた

め、非公開としたものである。 

 

 

第４条 会議の公開等の決定 

 

第４条 審議会の会議の公開又は非公開の決定は、当該会議に諮って行うものと

する。 

２ 審議会は、その会議について非公開とすることを決定したときは、その理由

を明らかにしなければならない。 

 

 

１ 審議会の会議の公開・非公開については、当該審議会の独立性、自主性を

尊重する観点から、その会議の運営事項については各審議会が自ら定めるべ

き事項であり、会議の公開・非公開決定についても審議会が決定するもので

ある。 

なお、会議の公開・非公開の決定に際しては、前条の規定の趣旨を踏まえ、

非公開とする場合は必要最小限の範囲とするよう努めるものとする。    

２ 会議を非公開とする場合においてその理由を明らかにすることとしている
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のは、審議会が非公開とすることについて責任を持って判断したことを明ら

かにしようするものである。 

３ 決定の時期については、原則として審議会の初回の会議において、審議会

の会長又は委員長が当該会議に諮って、以後の公開・非公開を一括して決定

することとなる。 

なお、２回目以降の会議で審議事項により公開・非公開とする場合は、そ

の都度、会議に諮って決定するものとする。 

 

 

第５条 公開の方法等 

 

第５条 審議会の会議の公開は、当該会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴

を認めることにより行うものとする。 

２ 前項の場合において、審議会は、傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）

の定員を定めることができる。 

３ 審議会は、当該会議の公開に当たっては、当該会議が公正かつ円滑に行われ

るよう、傍聴に係る手続その他必要な事項を定めるとともに、当該会議の開催

中における会場の秩序の維持に努めなければならない。 

４ 審議会は、当該会議に際して当該会議の次第、提出資料等を傍聴者の閲覧に

供するよう努めなければならない。 

 

 

１ 会議の公開は、傍聴希望者に会議の傍聴を認めることにより実施することを

定めたものである。 

 また、会議の傍聴について、傍聴を認めることにより会議の円滑な運営が妨

げられることのないよう必要な事項を定め、会議の秩序維持に努めることを定

めたものである。 

２ 会議の傍聴は、概ね次のとおり行うものとする。 

⑴ 会議公開の実施目的から、傍聴席を確保するよう努める。 

⑵ 受付は原則として会議の当日に行い、受付方法は適宜の方法によることと

する。また、傍聴定員を超えた場合でも、状況に応じてより多くの方が傍聴

できるよう努めるものとする。 

⑶ 傍聴者の遵守事項は、次の「会議の傍聴要領（例）」を参考に、各審議会

が定め、その内容を明記した文書の掲示により、傍聴者に周知を行う。 

３ 会議資料の内容が情報公開条例の非公開情報に該当するか否かは審議会の

所管部署が判断し、当該審議会の会長又は委員長と協議して閲覧の是非を決定
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するものとする。 

４ 閲覧に供された会議資料は、当該会議終了後に、所管部署が保管するものと

する。 

５ 会議資料の交付については、原則として、情報提供又は情報公開の手続きに

より対応するものとする。 

 

 

第６条 会議開催の周知 

 

第６条 審議会の所管部署（会議体の庶務を担任する部署をいう。以下同じ。）

は、その審議会の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を所定の掲示

板及び市ホームページに掲載することにより、事前に市民に周知しなければな

らない。 

⑴ 会議の名称 

⑵ 開催日時 

⑶ 開催場所 

⑷ 案件名 

⑸ 会議の公開、非公開の別及び非公開理由 

⑹ 傍聴者の定員及び傍聴の手続 

⑺ 所管部署の名称 

２ 審議会の所管部署は、公開する会議あっては、前項に掲げる手段に加え、当

該会議の開催について、市広報紙への掲載等により事前の周知に努めるものと

する。 

 

 

１ 会議開催のお知らせは、原則として別紙の標準様式のとおりとする。 

２ 所管部署は、公開、非公開にかかわらず、会議開催日の２週間前までに当

該様式を２部作成し、１部を市役所別館１階の「審議会等の開催案内板」に

掲示し、他の１部を総務部法制室（以下「法制室」という。）に提出する。 

３ 法制室は、提出された「審議会等の会議開催のお知らせ」を所定のファイ

ルに綴じ込み、行政資料コーナーに配架する。 

４ 所管部署は、同様に会議開催の周知事項を市のホームページに「審議会情

報管理システム」により掲載し、公開する会議については広報紙への掲載に

も努めるものとする。 
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第７条 会議録の作成 

 

第７条 審議会等の所管部署は、当該会議が公開又は非公開であるかにかかわら

ず、当該会議の終了後速やかに、その会議録を作成しなければならない。 

２ 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 会議の名称 

⑵ 開催日時 

⑶ 開催場所 

⑷ 出席者及び欠席者の氏名 

⑸ 案件名 

⑹ 提出された資料の名称 

⑺ 審議内容 

⑻ 決定事項 

⑼ 会議の公開、非公開の別及び非公開理由 

⑽ 会議録の公表、非公表の別及び非公表理由 

⑾ 傍聴者の数 

⑿ 所管部署の名称 

３ 前項第７号の会議録の審議内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に掲げる方法により記載しなければならない。 

⑴ 審議会 発言内容について記録すること。 

⑵ 庁内委員会 事後的に検証できる範囲で内容を整理して記録すること。 

 

 

１ 審議会等は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議録を作成するものと

する。 

２ 会議録の作成及び公表の方法、会議資料の取扱い等については、初回の会

議に諮って決定するものとする。 

３ 会議録は、会議終了後、速やかに作成しなければならない。 

４ 会議録の標準様式は、別紙のとおりとする。ただし、これによることが適

当でないときは、他の様式によることができる。 

５ 会議録の記載事項については、原則として第２項に規定した内容とし、審

議内容の記載方法は、次のとおりとする。 

⑴ 委員の発言内容については、全文筆記又は全文筆記に近い要約筆記とし、

審議の経過がわかるように作成する。 

⑵ 庁内委員会については、審議の概要を課題別、時系列等にまとめ、最終

的な決定、報告等に至る過程を事後的に検証できる範囲に整理することと
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する。 

６ 法制室課長は、必要に応じて会議録の記載事項について、会議録確定前に

確認を行うことができるものとする。 

 

 

第８条 会議録の公表 

 

第８条 審議会等の所管部署は、会議録の確定後速やかに、原則として次に掲げ

る方法により、審議会等の会議に係る会議録（公表することを決定したものに

限る。）を一般の閲覧に供するものとする。 

⑴ 所管部署での閲覧 

⑵ 行政資料コーナーへの配架 

⑶ 市ホームページへの掲載 

２ 前項第１号の規定により閲覧に供する会議録については、当該会議に提出し

た資料を添付しなければならない。 

３ 第４条の規定により、審議会の会議の非公開を決定した場合における当該会

議録の公表方法については、当該審議会が決定するものとする。 

４ 第１項第２号及び第３号の規定による閲覧は、当該会議録に係る会議を開催

した日の属する年度の翌年度の末日まで行うものとする。 

 

 

１ 公開された審議会等の会議録については、原則公表することとなるが、非

公開の審議会等についても、会議が行われる段階においては非公開事由があ

ると認められるものの、少なくとも審議会等の終了後には、非公開情報の有

無等を精査した上で、会議録の公表（全部公表・部分公表・非公表）につい

て判断するものとする。 

２ 公表することとされた会議録について、審議会等の所管部署は、その写し

を法制室に提出するものとする。 

提出された会議録は、行政資料コーナーにおいて閲覧に供する。 

３ 所管部署は、同様に市ホームページ上の「審議会等情報」での公表にもで

きる限り努めるものとする。 

４ 非公表とされた会議録に対して情報公開請求があったときは、情報公開条

例の規定に基づき公開又は非公開の決定を行うものとする。 
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第９条 法令等に定めがある場合の取扱い 

 

第９条 審議会の会議の公開並びに審議会等の会議録の作成及び公表について、

法令等に特別の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。 

 

 

会議の公開等について、審議会等に係る法律や規則で別に定めがある場合は、

その規定に基づいて当該会議を運営するものとする。 

 

 

第10条 補則 

 

第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の会議の公開並びに審議会等の会

議録の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  

この訓令に関する解釈、運用及び様式等については、別に定める「審議会等

の会議の公開等に関する規程 解釈・運用基準」の定めによるものとする。 

 

 

 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。［平成20年11月 日公布］ 
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会議会議会議会議のののの傍聴要領傍聴要領傍聴要領傍聴要領（（（（例例例例）））） 

 

傍聴手続傍聴手続傍聴手続傍聴手続 

会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴者受付票に住所、氏名等を

記入し、係員の指示に従い傍聴席に着くものとする。 

     

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者のののの遵守事項遵守事項遵守事項遵守事項 

傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。 

１ 静粛に傍聴し、みだりに傍聴席を離れないこと。 

２ 発言を求めたり、委員の発言に対して、拍手その他の方法により賛否

を表明しないこと。 

３ 張り紙､ゼッケン､たすき､旗等を使用した示威的行動をしないこと。 

４ 審議会の会長又は委員長の許可なく、録音、撮影等をしないこと。 

５ 閲覧に供された会議資料を持ち帰らないこと。 

６ その他会議の進行を妨げるような行為をしないこと。 

 

会議会議会議会議のののの秩序維持秩序維持秩序維持秩序維持 

傍聴者がこの遵守事項に違反していると認められる場合において、審議会の

会長又は委員長はこれを制し、その命令に従わないときは、これを退場させる

ことができる。 
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○枚方市情報公開条例 

平成9年12月15日 

条例第23号 

目次 

第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 情報の公開(第5条―第13条) 

第3章 救済手続(第14条) 

第4章 情報公開の総合的な推進(第15条) 

第5章 雑則(第16条―第21条) 

附則 

 

第1章 総則 

 

(目的) 

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開することにより、市政に関する市民の知る権利を保

障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進し、もって地方自治の本旨

に即した市政を推進することを目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 情報 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープ、マイクロ

フィルムその他これらに類するものから出力され、又は採録されたものを含む。)で、実施機関

が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。 

(2) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写

しを交付することをいう。 

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。 

(平10条例9・平16条例12・平22条例36・一部改正) 

 

(実施機関の責務) 

第3条 実施機関は、市政に関する市民の知る権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、

運用しなければならない。この場合においては、個人に関する情報が正当な理由なく公開される

ことのないように最大限の配慮をしなければならない。 

2 実施機関は、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に

努めなければならない。 

 

(利用者の責務) 

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの

条例の目的に即して適正に使用しなければならない。 

 

資料 13 
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第2章 情報の公開 

 

(情報の公開の請求) 

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのもの

が有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者 

(4) 市内の学校に在学する者 

(5) 市税の納税義務を有する者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、

次条から第12条までの規定に準じて情報の公開に努めるものとする。 

 

(公開しないことができる情報) 

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないこ

とができる。 

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、特定の個人

が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとさ

れている情報 

ロ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報 

ハ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)

第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当

該職務遂行の内容に係る部分 

ニ 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに相当する行為の際に実施機関が作成

し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公

開することが公益上必要があると認められる情報 

(2) 法令等の規定により、公開することができない旨が明示されているもの 

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体又はこれらに準ずる団体を除く。以下「法人等」と

いう。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人

等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲

げる情報を除く。 

イ 人の生命、身体又は健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関する情報 

ロ 人の財産又は生活に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報 

(4) 市が国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)と協力して行う

事務事業又は国等から依頼、協議等を受けて行う事務事業に関して作成し、又は取得した情報

であって、公開することにより、市と国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの 

(5) 公開しないとの約束の下に、個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該約束
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の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの 

(6) 市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究その他の意思形成過程に

関する情報であって、公開することにより、当該意思形成を適正又は公正に行うことに著しい

支障が生じると認められるもの 

(7) 市又は国等が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、渉外、争訟、試験、人事その他の

事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を著しく失わせ、

又はこれらの事務事業の適正若しくは公正な執行を著しく妨げると認められるもの 

(8) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護、犯罪の予防その他の公

共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの 

(平19条例22・一部改正) 

 

(部分公開) 

第7条 実施機関は、情報の公開の請求に係る公文書の一部に前条各号のいずれかに該当する情報

が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわ

ない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。 

 

(公開の請求手続) 

第8条 情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提

出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名) 

(2) 請求に係る情報の内容その他情報を特定するために必要な事項 

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 前項の規定による請求を代理人により行おうとするときは、請求書に代理人の氏名及び住所を

併記しなければならない。 

 

(説明及び助言) 

第9条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、当該請求に係る情報を特定する

ために必要な説明及び助言を求めることができる。 

 

(公開の請求に対する決定及び通知) 

第10条 実施機関は、第8条の規定による請求があったときは、当該請求が到達した日から起算し

て15日以内に、当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。 

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができ

ないときは、同項の請求が到達した日から起算して45日を限度として、当該期間を延長すること

ができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由(当該決定をする時期が明

らかであるときは、その時期を含む。)を同項の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知

しなければならない。 

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければ

ならない。 

4 前項の場合において、当該請求に係る情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定により情報の一
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部を公開しない場合及び公文書が不存在であるため情報を公開できない場合を含む。)をしたとき

は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、その理由が消滅する時期を

あらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。 

5 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合に

あっては、当該延長後の期間)内に第1項の決定をしないときは、情報の公開をしない旨の決定が

あったものとみなすことができる。 

 

(第三者保護に関する手続) 

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報に国、地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」

という。)に関する情報が記録されている場合は、前条第1項の決定をするに当たり、次項に規定

する場合を除き、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。 

2 実施機関は、公開の請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6

条第1号ニ又は同条第3号ただし書の規定により当該情報の公開をしようとするときは、公開の決

定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えな

ければならない。 

3 実施機関は、前2項の規定により手続をとった場合において、当該情報の公開をするときは、情

報の公開の決定をした日から相当の期間を経過した日以後に公開しなければならない。この場合

において、実施機関は、公開の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通

知しなければならない。 

 

(公開の実施) 

第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、前条第3

項に規定する場合を除き、速やかに、請求者に対し情報の公開をしなければならない。 

2 実施機関は、情報の公開をすることにより、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、

第7条の規定による情報の公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書を

複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。 

 

(手数料及び費用負担) 

第13条 情報の公開に係る手数料は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 第5条第1項に規定する情報の公開の請求の場合 無料 

(2) 第5条第2項に規定する情報の公開の申出の場合 1件につき300円 

2 前項に定めるもののほか、請求者又は第5条第2項の規定により情報の公開の申出を行ったもの

は、公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付により情報の公開を受けた場合は、

当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

(平11条例35・一部改正) 

第3章 救済手続 

 

(救済手続) 

第14条 実施機関は、第10条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定

による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞な
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く、枚方市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、

当該不服申立てに対する裁決又は決定を行うものとする。 

第4章 情報公開の総合的な推進 

 

(情報公開の総合的な推進) 

第15条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充

を図り、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるように情報公開

の総合的な推進に努めなければならない。 

第5章 雑則 

 

(市長の調整) 

第16条 市長は、市長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うこと

ができる。 

 

(出資法人への要請) 

第17条 市長は、市が出資する法人で規則に定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じ

た措置を講ずるように要請するものとする。 

 

(指定管理者の情報公開) 

第17条の2 公の施設の管理について枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する

条例(平成16年枚方市条例第28号)第5条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定管理者」と

いう。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理業務に関し保有する文書の公開に努

めるものとする。 

2 実施機関は、前項の公の施設の管理業務に関する文書であって実施機関が保有していないもの

について閲覧又は写しの交付の求めがあったときその他必要があると認めるときは、当該公の施

設の指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。 

(平19条例22・追加) 

 

(運用状況の公表) 

第18条 市長は、この条例の運用状況について、毎年1回公表するものとする。 

 

(他の制度との調整) 

第19条 この条例は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若

しくは写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。 

2 この条例は、実施機関において、市民の利用に供することを目的として保有する情報について

は、適用しない。 

 

(検索資料の作成等) 

第20条 実施機関は、情報の公開に必要な検索資料を作成し、一般の利用に供するものとする。 
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(委任) 

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成10年10月1日から施行する。 

(平19条例22・旧第1項・一部改正) 

 

附 則〔平成10年3月27日条例第9号〕 

この条例は、平成11年4月1日から施行する。 

 

附 則〔平成11年12月24日条例第35号〕 

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

2 改正後の〔中略〕枚方市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は申出に係

る手数料について適用し、同日前の申請又は申出に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

附 則〔平成16年3月31日条例第12号抄〕 

(施行期日) 

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 

 

附 則〔平成19年6月29日条例第22号〕 

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。 

2 改正後の枚方市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた情報の公開の請求

その他の行為について適用し、同日前になされた情報の公開の請求その他の行為については、な

お従前の例による。 

 

附 則〔平成22年12月9日条例第36号抄〕 

(施行期日) 

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によってなされた処分、手続その他の

行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。 
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第６条 公開しないことができる情報 

第３号 法人等に関する情報 

 

 

⑶ 法人その他の団体（国及び地方公共団体又はこれらに準ずる団体を除く。以

下「法人等」という。）又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利

益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 人の生命、身体又は健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関す

る情報 

ロ 人の財産又は生活に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報 

 

 

【趣旨】 

本号は、法人等及び事業を営む個人の事業活動の自由は原則として保障されなけれ

ばならないという観点から、当該法人等又は個人事業者の競争上の地位その他正当な

利益を害すると認められる情報は、非公開事項とすることを定めたものである。 

 

【解釈】 

１ 「法人その他の団体」については、第５条の解釈の第１項関係３を参照 

なお、国及び他の地方公共団体又はこれらに準じる団体に関する情報は、その活動

が公共的性格を有するなど、法人等との事業活動と目的を異にしていることから、本

号の規定は適用しない。 

２ 「事業を営む個人」とは、地方税法に規定する事業（物品販売業、畜産業、水産業、

医業等の事業であって対価の取得を目的としたものは、ほとんど含まれる。）を営む

個人のほか、農業、林業、漁業等を営む個人をいう。 

３ 「当該事業に関する情報」とは、事業所名、事業内容等の事業そのものに関する情

報のほか、事業用資産、事業所得等の事業活動一切に関する情報をいい、当該事業活

動と直接関係のない個人に関する情報は、個人情報として取り扱う。 

４ 「当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる

もの」とは、次のような情報が考えられる。 

⑴ 生産、技術等に関する情報 

（例：製造工程、原材料の種類・使用量、機械・設備等の利用技術等） 

⑵ 販売、営業等に関する情報 

（例：取引先・得意先の名称、営業方針、受注経路、単価、販売計画等） 

⑶ 信用に関する情報 

（例：負債内容、経営状態、資産内容等） 

⑷ 経理、人事等の内部管理に関する情報 

（例：人事、賃金、金銭の出納等） 

⑸ その他正当な利益を害すると認められる情報 

資料 13－2 
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第６条 公開しないことができる情報 

第６号 意思形成過程情報 

 

 

⑹ 市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究その他の

意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該意思形成を適

正又は公正に行うことに著しい支障が生じると認められるもの 

 

 

【趣旨】 

本号は、市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等が適

正又は公正に行われることを確保する観点から、行政の意思形成に著しい支障が生じ

ると認められる情報は、非公開事項とすることを定めたものである。 

 

【解釈】 

１ この条例の目的の一つは、市政への市民参加を推進することである。そのためには、

意思形成過程における情報も、できる限り公開することが求められる。 

しかし、これらの情報の中には、担当者レベルの検討素案であったり、自由な意見

交換の集約であったりといった未成熟、確定途上の情報又は内部における検討材料と

して外部から得た資料等が多数含まれている場合がある。 

したがって、これらの情報が公開されると、市民に無用の誤解や混乱を与えたり、

自由率直な意見交換が妨げられたりするおそれがあるので、これらを防止しようとす

るものである。 

２ 「市の内部」とは、実施機関内部及び実施機関相互をいい、その補助機関（職員）

及び執行機関の附属機関（審議会等）を含むものである。 

３ 「国等」とは、国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体をいう。 

「これらに準ずる団体」については、本条第４号の解釈２を参照 

４ 「審議、協議、検討、調査研究その他の意思形成過程に関する情報」とは、市の内

部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究、調整、打合せ、相談等

に直接使用する目的で作成し、又は取得した情報及びこれらに関連して作成し、又は

取得した情報をいう。 

５ 「意思形成過程」とは、特定の事務事業について個別の決裁、供覧等の所定の事務

手続は完了しているが、事務事業全体としての最終的な意思決定がなされていない段

階をいう。 

また、市としての意思決定はなされていても、当該事務事業に係る国等の最終的な

意思決定が必要な情報については、その最終意思決定がなされるまでは意思形成過程

情報に該当する。 

６ 審議、協議、検討、調査研究その他の意思形成過程に関する情報は、最終決定に至

るまですべて非公開とするのではなく、当該意思形成を適正又は公正に行うことに著

しい支障が生じると認められるものについてのみ、非公開とすることができるもので

ある。 
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７ 「公開することにより、当該意思形成を適正又は公正に行うことに著しい支障が生

じると認められるもの」とは、例えば次のようなものをいう。 

⑴ 意思決定に係る手続の途上にある情報であって、公開することにより、適正又は

公正な意思決定に著しい支障が生じると認められるもの 

⑵ 意思決定に係る手続の途上にある情報であって、公開することにより、不正確な

理解や誤解を与えると認められるもの 

⑶ 意見交換の内容及び経過に関する情報のうち、自由かつ率直な意見交換を確保す

るため非公開とする必要があるもの 

⑷ 発言者、発言内容等に関する情報のうち、自由かつ率直な発言を確保するため非

公開とする必要があるもの 

⑸ 提案等の内容、処理経過に関する情報のうち、自由かつ率直な提案を確保するた

め非公開とする必要があるもの 

⑹ その他公開することにより、審議、協議、検討、調査研究等を適正又は公正に行

うことに著しい支障が生じると認められる情報 

 

【運用】 

例示の情報に該当する場合でも、会議録における発言者の氏名を消すことなどによ

り部分公開が可能なものは、部分公開を行うものとする。 

また、検討中の案であることの表示を行うことにより、市民の誤解を避けることが

できる場合には、そのような表示（「案」等）をして公開を行うものとする。 
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第６条第６号 

意思形成過程情報に該当する情報 

 

大 分 類 小 分 類 情 報 の 具 体 的 内 容 の 例 示 

 

１ 未成熟な情報で

あって、公開する

ことにより、市民

に不正確な理解と

誤解を与えると認

められる情報 

 

⑴ 意思決定に係る手続の途上にある

情報であって、公開することにより、

適正又は公正な意思決定に著しい支

障が生じると認められるもの 
 

 

市内部における決裁、国等の認可、

審議会等への諮問等の意思決定に

係る手続上にある情報のうち、こ

れに当たるもの等 
 

 

⑵ 意思決定に係る手続の途上にある

情報であって、公開することにより、

不正確な理解や誤解を与えると認め

られるもの 

 

市内部において検討中の情報、決

裁等の手続上にある情報等であっ

て、その途上において意思決定内

容が変更されるおそれがあるなど、

不正確な理解や誤解を与えると認

められる情報のうち、これに当た

るもの等 
 

 

２ 公開することに

より、自由かつ率

直な意見交換若し

くは意思決定の中

立性が著しく阻害

されると認められ

る情報 

 

⑴ 意見交換の内容及び経過に関する

情報のうち、自由かつ率直な意見交

換を確保するため非公開とする必要

があるもの 

 

 

機関相互間の照会・回答結果等の

意見交換の相手方、形式、内容、

結果その他政策形成への影響等に

関する情報のうち、これに当たる

もの等 
 

 

⑵ 発言者、発言内容等に関する情報

のうち、自由かつ率直な発言を確保

するため非公開とする必要があるも

の 
 

 

審議会会議録、会議結果報告書等

に記録された情報のうち、これに

当たるもの等 
 

 

⑶ 提案等の内容、処理経過等に関す

る情報のうち、自由かつ率直な提案

を確保するため非公開とする必要が

あるもの 
 

 

内部検討段階での試算、検討課題・

問題点等として内部で検討された

事項その他経過等に関する情報の

うち、これに当たるもの等 
 

３ その他公開することにより、審議、協議、検討、調査研究等を適正又は公正に行うことに著し

い支障が生じると認められる情報 
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第６条 公開しないことができる情報 

第７号 事務事業執行過程情報 

 

 

⑺ 市又は国等が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、渉外、争訟、試験、

人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務

事業の目的を著しく失わせ、又はこれらの事務事業の適正若しくは公正な執行

を著しく妨げると認められるもの 

 

 

【趣旨】 

本号は、事務事業の目的達成、適正若しくは公正な執行を確保するという観点から、

当該事務事業の目的を著しく失わせ、又は適正若しくは公正な執行を著しく妨げると

認められる情報は、非公開事項とすることを定めたものである。 

 

【解釈】 

１ 市又は国等の行う事務事業の中には、その目的及び性格から、公開することにより、

当該事務事業の実施目的が著しく失われたり、経費が著しく増大したり、又は事業実

施の時期が大幅に遅れたりするなど、当該事務事業の適正又は公正な執行が妨げられ、

結果的には市民全体の利益に重大な損失を与えると考えられるものがあるので、これ

らを防止しようとするものである。 

２ 「市又は国等が行う」とは、市又は国等の機関が独自に又は協力して行うことをい

う。 

３ 「取締り、監督、立入検査、入札、交渉、渉外、争訟、試験、人事」とは、本号に

該当する典型的な事務事業を例示したものであるが、これらの事務事業に関する情報

はすべて非公開にするのではなく、当該事務事業の目的を著しく失わせ、又は適正若

しくは公正な執行を著しく妨げると認められるものについてのみ、非公開とすること

ができるものである。 

また、このような情報は、反復・継続される事務事業であって、公開することによ

り、将来の事務事業の目的が達成できなくなったり、適正若しくは公正な執行を著し

く妨げたりすることもある。 

したがって、実施後でもなお非公開とすべき場合があると考えられるが、内容によっ

ては、部分公開や時限秘期日後の公開の余地があり得るものである。 

⑴ 「取締り、監督、立入検査」とは、市税反則取締り、事業に対する監督、工場等

への立入検査等をいい、類似する事務としては、行政指導、監査、税務調査等があ

る。 

⑵ 「入札」とは、工事請負、物品購入等に係る競争入札をいう。 

⑶ 「交渉」とは、補償・賠償に係る交渉、用地買収に係る交渉等をいう。 

⑷ 「渉外」とは、外国、国、地方公共団体、民間団体等と行う接遇、儀礼、交際等

の対外的事務事業をいう。 

⑸ 「争訟」とは、訴訟及び行政不服審査法等に基づく不服申立てをいい、類似する
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事務としては、争訟に発展するおそれのある紛争がある。 

⑹ 「試験」とは、資格試験、採用試験等をいう。 

⑺ 「人事」とは、職員の配置、処分等をいい、職員の個人生活に関するものは、個

人情報として、本条第１号で取り扱う。 

⑻ 「その他の事務事業」とは、許可、認可等の行政処分に係るものをいい、類似す

る事務としては、免許、取消、停止等がある。 

４ 「当該事務事業の目的を著しく失わせ、又はこれらの事務事業の適正若しくは公正

な執行を著しく妨げると認められる」とは、事務事業の性質上、それらに係る情報を

公開すれば、当該事務事業を実施しても予定どおりの成果が得られなくなり、その実

施する目的が達せられなくなる場合で、例えば次のようなものをいう。 

⑴ 公開することにより、事務事業を実施する目的を著しく失わせる情報 

⑵ 公開することにより、事務事業を実施した成果が予定どおり得られなくなる情報 

⑶ 公開することにより、経費が著しく増大し、又は事業実施の時期が大幅に遅れて、

行政の執行に著しい支障が生じると認められる情報 

⑷ 公開することにより、特定の者に利益若しくは不利益を生じるおそれがあり、又

は市民全体の利益が著しく損なわれるおそれのある情報 

⑸ 反復・継続する事務事業に関する情報であって、公開することにより、将来の事

務事業の適正若しくは公正な執行を著しく妨げると認められる情報 

⑹ その他公開することにより、事務事業の適正若しくは公正な執行を著しく妨げる

と認められる情報 

５ 「適正若しくは公正な執行」とは、法令等に基づく正当な職務権限に基づく公正な

職務執行及び事業計画等の一定の計画に従った事務の執行をいう。 

 

【運用】 

本号は、原則公開の立場にあっても、事務事業の目的を著しく失わせ、又は事務事

業の適正若しくは公正な執行を著しく妨げると認められる情報について、非公開とす

るものである。 

したがって、恣意的に非公開の範囲を広げることのないように、特に留意して運用

しなければならない。 



－39－ 

第６条第７号 

事務事業執行過程情報に該当する情報 

 

大 分 類 小 分 類 情 報 の 具 体 的 内 容 の 例 示 

 

１ 公開することに

より、当該事務事

業の目的を著しく

失わせると認めら

れる情報 

 

⑴ 公開することにより、事

務事業を実施する目的を

著しく失わせる情報 
 

 

○ 実施前の試験問題、採点基準等に関す

る情報 

○ 実施前の入札予定価格等 
 

 

⑵ 公開することにより、事

務事業を実施した成果が

予定どおり得られなくなる

情報 

 

○ 訴訟その他の争訟事案に関する市の処

理方針、顧問弁護士等との打合せの内容、

準備書面案等に関する情報 

○ 監督、立入検査等の計画に関する情報

（実施日時、対象地区、検査項目、検査

方法等）等 
 

 

２ 公開することに

より、これらの事

務事業の適正若し

くは公正な執行を

著しく妨げると認

められる情報 

 

⑴ 公開することにより、経

費が著しく増大し、又は事

業実施の時期が大幅に遅

れて、行政の執行に著しい

支障が生じると認められる

情報 

 

 

○ 土地の購入に係る計画の内容、土地の所

在、交渉の相手方、方針等に関する情報 

○ 買収・売却予定地の市内部での評価額 

○ 購入予定品目及び数量に係る市内部での

見積り 

○ 用地買収、損失補償等に係る交渉等の対

外的交渉に関する市の方針等 
 

 

⑵ 公開することにより、特

定の者に利益若しくは不

利益を生じるおそれがあ

り、又は市民全体の利益が

著しく損なわれるおそれの

ある情報 
 

 

○ 用地購入等に係る計画の内容に関する情

報 

○ 損失補償等に係る交渉等の方針等に関す

る情報 

○ 争訟に係る方針に関する情報等 
 

 

⑶ 反復・継続する事務事業

に関する情報であって、公

開することにより、将来の

事務事業の適正若しくは

公正な執行を著しく妨げ

ると認められる情報 
 

 

○ 過去の損害賠償、損害補償、用地買収等

に係る交渉経過、内容等に関する情報のう

ち、これに当たるもの 

○ 積算歩掛、積算単価等の入札予定価格の

算定の基礎となる資料等に関する情報のう

ち、これに当たるもの 

○ 過去の試験問題等に関する情報であって、

将来の出題傾向が推定されるもの 

○ 過去の契約締結等に関する情報であって、

将来の入札価格等が推定されるもの等 
 

 

３ その他公開することにより、事務事業の適正若

しくは公正な執行を著しく妨げると認められる情

報 
 

 

○ 職員の労務関係資料に関する情報のうち、

これに当たるもの 

○ 接遇、儀礼、交際等に関する情報のうち、

これに当たるもの等 
 

 

 


